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＜事例紹介＞

新石垣空港航空保安無線施設用地の取得に伴う補償契約

国土交通省大阪航空局空港部補償課

１ はじめに

土地を取得するにあたってはその土地が更地であれば問題ないが、その土地

に工作物及び立竹木が存在するときこれらの補償も検討しなければならない。

本件は、沖縄県が事業主体として新石垣空港本体の整備をすすめる中で、当

局が空港機能として必要な航空保安無線施設の整備を行う上で、その施設用地

の取得が必要となった。

この用地の上には工作物及び立竹木が存在することに加え、サトウキビや果

樹が栽培されていた。そこでこれらの補償を実施した事例を紹介するものであ

る。

２ 事業の概要

建設中の新石垣空港が所在する石垣市は同じ沖縄県の県庁所在地である那覇

市からさらに南西方向約４１１ｋｍに位置する。観光立県である沖縄県におい
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て石垣市の観光客数は近年のテレビドラマなどの効果による離島志向の高まり

もあって、昨年春頃からの新型インフルエンザ流行による全国的な旅行自粛の

影響はあったものの、好調な推移を示している。

その観光客の玄関口である現在の石垣空港（沖縄県が設置管理者である地方

管理空港）は、滑走路は 1,500m × 45 ｍであり、中型ジェット機が就航可能な

滑走路長 2,000 ｍに満たないため、小型ジェット機（B-737 型機）までの就航

に限られている。また、離陸時の搭乗客数、搭載貨物数に重量制限が課せられ

ており、その結果、本土直行分の燃料が搭載できないため、那覇や宮古を経由

しての燃料給油を余儀なくされるなどの制限がある。しかしながら、石垣空港

は地方管理空港としては搭乗客数、貨物運送とも全国上位を誇り、輸送客や輸

送貨物が年々増加して、その対応は限界に達してきているところから、2,000

ｍの滑走路を有する新空港が必要となった。

現在建設中の新石垣空港は、2,000m × 45 ｍの中型ジェット機の就航が可能

な空港として平成２５年３月供用開始予定である。

今回建設する航空保安無線施設は VOR ／ DME 及び TSR と呼ばれるもので

ある。VOR ／ DME は、超短波全方向式無線標識施設（VOR）及び距離測定

用施設（DME）が併設されて使用されるもので、航空機が航空路上を正確に

飛行することができるための航行援助施設である。また、TSR は空港監視レ

ーダー（ASR）と二次監視レーダー（SSR）の双方の機能を備えた施設で、ASR

が電波の反射を利用して航空機を探知する一次レーダーであるのに対し、SSR

は航空機からの応答信号によりその方位、識別及び高度等の情報を得ることが

できる二次レーダーである。

これらの施設は、通常、空港内部の周縁部分に配置されるため、沖縄県が管

理する空港用地内に設置を検討したところ、すでに空港周辺を公園用地として

県が整備する予定であったこと、隣接するカラ岳による電波障害などの理由か

ら空港外にこれらの施設を設置することとなり、本用地を取得することとなっ

た。

VOR/DME 施設（全容） TSR 施設（全容）
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３ 補償の検討

VOR ／ DME 用地をＡ地、TSR 用地をＢ地と呼ぶことにする。Ａ地及びＢ

地を土地売買契約にて購入することは決定したが、A 地は土地上の半分にサト

ウキビ畑、半分にビニールハウスとその内外にさまざまな果樹木及び庭木が存

在し、またＢ地は一面牧草が存在した。そのため、どのような方法で、どのよ

うな補償が適当かを、相手方の要望も踏まえながら検討する必要があった。以

下はＡ地とＢ地それぞれの土地にかかる補償のポイントと検討点をまとめたも

のである。

１．Ａ地上の補償

（１）Ａ地の概要

Ａ地の取得面積は約９，４００㎡（公簿面積約１２，４００㎡のうち分筆

土地部分）。

買収土地の上にはビニールハウス、果樹、さとうきび(立毛）、庭木が存在

しており（下記図Ａ地、Ａ地概要写真のとおり）、下記に補償内容の検討事

項について列記した。

また、Ａ地は県等の補助を受けて土地改良した農地であり、この土地を農

地以外に転用する際には転用決済金の支払が所有者から土地改良区等に対し

発生する。この転用決済金についても補償対象とできるのかもあわせて検討

事項となった（詳細は５に記述）。

（２）補償内容検討事項

①立毛補償

所有者はＡ地上でサトウキビを栽培し収益を得ており、そのサトウキビに

ついて伐採処分が必要と考えられるため、立毛補償として補償できるかどう

か検討する。また、できるとすれば、どのような算定方法によるべきかを検

討する。

②立木の移植補償

ビニールハウス内の果樹木及びビニールハウス外の庭木を、同じ所有者の

隣地に移植するための移植費用を補償してほしい旨所有者から要望があった

ので、移植補償をすることができるかどうか検討する。

③建物等の移転料

ビニールハウス及びそれに付随する工作物を同じ所有者の隣地に移設する
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ための移設費用を補償してほしい旨所有者から要望があったので、復元補

償をすることができるかどうか検討する。

図 A 地

分筆買収

ビニールハウス

庭木 （熱帯果樹）

ハ ブ

イ ｜

ビ ゲ バ ア パ マ

ス ン ナ セ ッ ン

サトウキ ｅ カ ビ ナ ロ シ ゴ

ビ畑 ｔ ス リ ラ ﾖ ｜

ｃ ア ン

Ａ地（VOR/DME 用地）概要写真

２．Ｂ地上の補償

（１）Ｂ地の概要

Ｂ地の取得面積は約５，７００㎡（公簿面積約２３，８００㎡のうち分筆

土地部分）。
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買収土地の上には牧草(立毛）が存在しており（下記図Ｂ地、Ｂ地概要写

真のとおり）、下記に補償内容検討事項を列記した。

また、Ｂ地についてもＡ地と同様に土地改良区内の農地であるため、転用

決裁金について補償対象とできるかどうか検討が必要であった。

（２）補償内容検討事項

①立毛補償

所有者はＢ地上に牧草を栽培し収益を得ており、その牧草につき伐採処分

が必要と考えられるため、立毛補償ができるかどうか検討する。また、でき

るとすればどのような算定方法によるべきかを検討する。

②農業の経営規模縮小の補償

Ｂ地所有者は牧草経営を生計としているため、その土地買収部分（全筆買

収ではなく分筆してその土地の一部を買収）につき通常営業の規模を縮小し

なければならないと認められるため、経営による収入が損なわれる分につき

補償できるかどうか検討する。

図Ｂ地

牧 草 地

分筆買収

Ｂ地（ＴＳＲ 用地）概要写真
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４ 検討結果および補償の算定

１．Ａ地上の補償

①立毛補償

現地確認の結果、今回、サトウキビは引渡し時期までに収穫できる状態に

はならず、地権者の収穫を待たず引渡を受けることとなった。そこで、この

多年生小植物であるサトウキビを立毛として、すでに作付等に投下した費用

を補償することとした。

また、算定方法については、現地付近では、沖縄県がサトウキビの補償額

算出について定めていることがわかり、当局でもそれにならいサトウキビ畑

の算出方法を採用した。

②立木の移植補償

②－１）移植費用

ビニールハウス内で栽培されているマンゴー、パッションフルーツ、ア

セロラ及びバナナといった熱帯果樹と、屋外にあるブーゲンビリアやハイ

ビスカスといった庭木について、所有者が隣地に移植したいので費用を補

償してほしいとの申し出があり、当局でもこれを移植することが相当であ

ると判断した。

判断根拠としては、まず、マンゴー、パッションフルーツ、アセロラ及

びバナナといった熱帯果樹を果樹もしくは樹木の実、葉を年々収穫するも

のとして「果樹等収穫樹類」とし、ブーゲンビリアやハイビスカスといっ

た鑑賞、防風等建物との関係で効用を有している樹木類を「庭木類」とし

て分けて考えることとした。

「果樹等収穫樹類」を移植することが相当であると認められる根拠とし

て、立木の正常な取引価格及び伐採除却費については、移植にかかる費用

等とあわせて、地元の園芸業者に聞き取りを行い、移植補償額が伐採補償

額を下回ることを確認した。

なお、移植により果実の収穫量が減少するマンゴーについては、移植に

伴う減収の補償も含めて経済比較をした(次述②－２)。

「庭木類」を移植することが相当であると認められる根拠として、「果

樹等収穫樹類」の移植と同様、園芸業者に聞き取りを行い、移植補償額が

伐採補償額を上回り、公共用地の取得に伴う損失補償基準細則第２５－２

第１項の各要件に該当しないことから移植補償することとした。

②－２）マンゴーの移植に伴う減収の補償

マンゴーは移植後１～２年結実がなされないことから１年分の減収を補
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償することとした。

当該果樹の収穫実数量を把握することは困難であるため、地域に合った

データ参考として地元の造園業者に聞き取りを行い、マンゴー一本あたり

の一般的な収穫量、１個あたりの市場価格を確認して、そこから農業経営

費を控除したうえで、それに木の本数を乗じて算出した。

③建物等の移転料

ビニールハウスは再築費と復元費を経済比較の上、復元工法を認定した。

２．Ｂ地上の補償

①立毛補償

引渡時点において牧草は立毛として存在するため、立毛補償は可能と考え

た。

また、牧草を刈り取ったことにより得られなくなる収益について立毛補償

をすることとした。

補償額は、不動産鑑定士の作成した、１０アール当たりの牧草の年間収益

及び必要諸経費等資料をもとに算出した。

②農業の経営規模縮小の補償

農地（牧草地）約 2.3ha のうち、約 0.6ha を買収することとなり、通常農

業経営が可能である距離的範囲内における替地の取得は、近傍類地において

代替地選定を地元農業委員会等の協力で行ったが非常に困難な状況であると

認められたため、農業の経営規模縮小の補償をすることとした。

補償費算定にあたっては、『公共用地の取得に伴う用対連基準の解説』（第

一法規）の算定例を参考に、農林水産省等の最新のデータに基づき資本遊休

化による損失額と労働力遊休化による損失額を合算したものを補償額とし

た。

５ 農地にかかる転用決済金の補償について

土地改良区の区域内に存在し、土地改良事業により整備した「農地」、「土地

改良施設」は、国等の補助金が投下されたものであり、受益者は、事業費用負

担金と運営経費、維持管理費を毎年負担している。

転用決済金とは、土地改良事業により整備された農地が農地以外の用に転用

される場合に、土地改良法４２条を根拠として受益者に課される費用であり、

下記２つの意味合いがある。

①土地改良事業にかかった費用を受益者に負担金として少しずつ償還させて
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おり、転用により受益地でなくなるため、その費用負担分を一括して回収する

もの。

②土地改良事業により整備された「農地」及び「土地改良施設」の維持管理

費として補助金が投入されており、農地を転用するにあたって、この補助金を

施設の残耐用年数にかかる維持管理費を返還するもの。

今回のＡ地およびＢ地は土地改良区内の農地であり、買収によって航空保安

施設用地に転用する場合、所有者に転用決裁金の支払が課されるということで

あった。

そこで、起業者である当局がこの転用決済金を土地代金とは別に別途補償す

る必要があるかという問題が生じた。

これについて補償の可否を検討したところ、土地の補償額算定は現況に基づ

く価格であるので、この土地価格に、土地改良事業による地価上昇の事業効果

も内在しているとして補償の必要はないと判断し、転用決済金相当額は補償で

きない旨、農地所有者に対し説明をして納得を得た。

土地改良法第４２条

土地改良区の組合員が組合員たる資格に係る権利の目的たる土地の全部

又は一部についてその資格を喪失した場合には、その者がその土地の全

部又は一部について有するその土地改良区の事業に関する権利義務は、

その土地の全部若しくは一部についての権利の承継又は第三条第二項の

規定による交替によつてその土地の全部又は一部について組合員たる資

格を取得した者に移転する。

２ 土地改良区の組合員が、組合員たる資格に係る権利の目的たる土地

の全部又は一部についてその資格を喪失した場合において、前項の承継

又は第三条第二項の規定による交替がないときは、その者及び土地改良

区は、その土地の全部又は一部につきその者の有するその土地改良区の

事業に関する権利義務について必要な決済をしなければならない。
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石垣島土地改良区であることを示す看板

６ おわりに

交渉を継続していく中で、石垣島の発展を思う土地所有者の思いを感じた。

そのような思いが交渉を成功させる大きな要因であった。地元の方々の協力が

あってはじめて航空行政も進めていけるものと、あらためて認識した次第であ

る。

「自然環境に配慮した空港建設」をしめす看板
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＜寄稿＞

「補償基準等見直しアクションプラン」について

国土交通省近畿地方整備局用地部用地補償課

１．アクションプランの基本的事項

（１）背景

公共事業の施行に伴う損失補償については、「国土交通省の公共用地の取得

に伴う損失補償基準」等（以下「補償基準等」という。）の客観的な基準や規

則に基づき補償が行われておりますが、我が国の経済社会情勢や国民の意識・

価値観の変化に対応しつつ適正な補償を行っていくためには、常に補償基準等

のチェック、見直しを行っていくことが求められております。

したがって、経済社会情勢の変化等を踏まえ、長期かつ計画的視点に立って

見直すべき項目について予め洗い出し、補償基準全体を定期的にチェックしつ

つ計画的に見直しを行うことが必要になってくることから、「補償基準等見直

しアクションプラン」（以下「アクションプラン」という。）を策定することに

なりました。

（２）計画期間等

平成２１年度から平成２５年度までの５年間で実施する予定です。

（３）実施体制

アクションプランの検討実施体制は、各実施項目によって想定される整理・

検討の方法等がそれぞれ異なることから、学識経験者等の意見を徴する必要が

あるもの、または、大規模な事例収集等を必要とするものは、外部調査検討（外

部委託）方式とし、それ以外は用地職員が直営で行う実務者検討方式の二つの

体制に区分し、各実施項目に適した体制で実施することになっております。

２．平成２１年度の実施結果

平成２１年度の実施結果は以下のとおりです。

（ⅰ）外部調査検討方式

・建築基準法の改正に伴う既存不適格建築物の取扱いの検討

既存不適格建築物に対する規制の合理化等を目的として、建築基準法

の一部が改正されたことに伴い、改造工法や曳家工法を採用した場合に、
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増築する建物部分の規模等の条件に応じて、解体等する必要がない建物

の構造部分に対する耐震改修（補強等）の施工をしなければ建築確認が

許可されない場合があり、既存不適格建築物を移転させる際の補償上の

取扱いについて検討しました。

・曳家工法等移転工法の認定要件の検討

曳家工法で移転した後、建物所有者自らの負担にて建物の構造部分に

対する耐震改修（補強等）の施工をしなければ建築確認申請が許可され

ない場合が生じており、こうした場合に曳家工法を採用するべきかなど

を検討しました。

・附帯工作物の実態的耐用年数の検討

附帯工作物の再築工法による補償額の算定は、再調達価格に個々の附

帯工作物の経過年数に応じた再築補償率を乗じて算定した額とすること

とされたところですが、再築補償率の算出にあたっては、個々の附帯工

作物の標準耐用年数が必要であるため、過年度における附帯工作物の標

準耐用年数の事例調査を行い、附帯工作物の標準耐用年数を策定しまし

た。

（ⅱ）実務者検討方式

・標準契約書等の見直し

現行の「土地売買に関する契約書」等の標準契約書には、瑕疵担保責

任に関する条項がない、土壌汚染調査及び措置の実施に関する条項がな

いなどの問題点や不備等が指摘されていますので、現代社会に即した契

約書のあり方について検討しました。

・土地評価手法の見直し

近年、個人情報保護法の施行等により、取引事例の収集が著しく困難

な状況で取引事例比較法により土地評価を行うことが困難になっている

状況に鑑みて、適正な土地評価の方法について検討しました。

・用地関係資料作成整理等業務積算基準の見直し

用地関係資料作成整理等業務とは、技術者が登記事項証明書等と調査

表の記載事項の確認業務などで用地職員の事務を総合的に補助するため

の業務ですが、委託歩掛等について、会計検査院から「業務項目ごとに

歩掛を細分化し、単価契約等を検討すべき」との指摘がありましたので、

業務の内容（工種）を細分化及び明確化し、適正な工種ごとの積算基準

－11－



について検討しました。

・木造建物等級別標準耐用年数表における等級区分の判断基準の検討

木造建物に適用する「木造建物等級別標準耐用年数表」は建物の程度

が「応急住宅程度」、「公営住宅程度」等の抽象的な規定になっているた

め、同程度の建物であっても異なった等級を適用している場合があり、

木造建物の等級を認定するにあたっての等級区分の判断基準等について

検討しました。

平成２１年度の実施結果につきましては、一定の結論がでた項目や継続検

討項目もありますが、国土交通省土地・水資源局総務課公共用地室に報告し、

引き続き公共用地室で検討していただく予定になっております。

３．平成２２年度の実施予定

平成２２年度の検討項目は以下のとおりです。

（ⅰ）外部調査検討方式

・公共用地の取得に伴う建物等の移転料算定に係る諸経費についての検証

現行の諸経費率については、昭和６３年に制定され、既に２０年以上

が経過していることから、検証を行い、必要に応じて見直しを行うこと

とします。

（ⅱ）実務者検討方式

・曳家工法等移転工法の認定要件の検討

昨年度外部調査検討方式で検討した結果を受け、各地方整備局等にお

いて曳家工法の詳細な実態調査を行った上で、基準・運用方針の具体的

な解釈指針の運用申し合わせ或いは運用事例集を作成します。

・プレハブ工法建物等の調査算定要領（案）の検討

ツーバイフォー工法又はプレハブ工法等による建物については、建物

の調査算定の基準がないことから、実態として、主にメーカーから徴し

た見積書等に基づき、建物の推定再建築費の算定を行っています。今後、

プレハブ建物等が移転の対象となるケースも増えることが想定されるこ

とから、プレハブ建物等の適正な推定再建築費を算定するための調査算

定要領（案）の必要性の是非、策定について検討します。

・用地関係資料作成整理等業務積算基準の見直し
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昨年度に引き続き、全国的な実態調査によりデータ収集を行うとともに、

歩掛化を視野に入れつつ検討を行います。

・土壌汚染調査（任意調査等）の調査要領・積算基準等の検討

土壌汚染の土地を補償するケースが増えていくことに備え、用対連加盟

起業者も含めた公共公益事業者に対する土壌汚染調査（任意調査等）の実

施状況について調査を行い、土壌汚染調査の方法、費用等について整理し、

土壌汚染調査（任意調査等）の調査要領・積算基準の策定について検討し

ます。併せて平成１５年に作成した「土壌汚染に関する土地利用履歴等調

査要領」（案）についても検討を行います。

４．平成２３年度以降の予定

平成２３年度以降検討予定の実施項目は以下のとおりです。

・プレハブ工法建物等の調査算定要領（案）の検討

平成２２年度検討したことを踏まえて整理する。

・自動車の保管場所の補償の見直し

・残地取得後の管理及び処分方法等の検討

・建設費から控除する財産価値の減耗分の見直し（公共補償基準関係）

・地盤変動により生ずる損害等の調査算定要領（案）等の検討

・用地調査等業務の共通仕様書・積算基準の見直し

・工損調査の共通仕様書・積算基準の見直し

・アスベスト調査の調査積算要領（案）・積算基準の検討

・非木造建物の統計数量表の見直し

・建物の経過年数の認定における根拠資料等の検討

・建物の不可視部分の調査方法の検討

・建物の規格外の部材等の算定方法の検討

・営業休止期間の認定方法の検討

・固定的経費の認定のための判断基準等の検討
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＜寄稿＞

代替地情報提供システム近畿運営主体からのお知らせ

国土交通省近畿地方整備局用地部用地補償課

（１）ホームページアドレスの変更について
平成２２年１０月１日より、代替地情報提供システムのホームページアドレスが以下

のとおり変更になります。ホームページアドレス変更後も、当面の間、従前のホームペ
ージに新アドレスへ転送する画面を表示しますが、ブックマーク等でホームページアド
レスを登録されている方は、新アドレスへ変更をしていただけますようお願いします。

平成２２年 ９月３０日まで http://www.daitaichisystem-kinki.jp
平成２２年１０月 １日から http://www.daitaichisystem-kinki.kkr.mlit.go.jp

（２）代替地情報提供システム利用促進のお願い
代替地情報提供システムとは、各起業者等が有している個別の代替地情報を共有する

ことにより、用地買収の円滑化を図ることを目的としたシステムです。
本システムは、起業者または宅地建物取引業者であれば、簡単な事前登録をすれば無

料で使用することが出来ますので、是非ご利用下さい。

システムを利用するメリット
・所有する不要財産の処分促進に!!!
・地権者への代替地情報提供が容易に!!!
・不動産業者から代替地情報の提供が期待出来る!!!

※代替地情報提供システムの詳しい内容については、ホームページ
（http://www.daitaichisystem-kinki.kkr.mlit.go.jp）もしくは、国土交通省近畿地方整
備局用地部用地補償課補償指導係（０６－６９４２－１１４１）までお問い合わせ下さい。

【システムのイメージ】
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＜補償基準の改正等＞

公共用地の取得に伴う損失補償基準細則第１５に関する別表第１３及び用地調査

等標準仕様書別記４別表について（附帯工作物標準耐用年数関係）

公共用地の取得に伴う損失補償基準細則（以下、「細則」という。）及び用地調査等

標準仕様書（以下、「標準仕様書」という。）の改正について、平成２１年６月１９日

の中央用対連理事会で決定され、附帯工作物の調査算定方法が規定されました。その

際、附帯工作物の補償額算定に係る条文の適用時期は、平成２２年４月１日からとさ

れていたところ、今回「附帯工作物標準耐用年数」が通知されたものです。

附帯工作物とは、標準仕様書第４条第二号の「表２工作物区分」に記載された附帯

工作物の判断基準のとおり、次の①から④を除いたものが該当し、具体的には門、囲

障、コンクリート叩き、アスファルト舗装通路、敷石、敷地内排水設備、一般住居に

あっては屋外の給・排水設備、ガス設備、物干台（柱）、池等が該当します。

①建物

②建築設備 ※標準仕様書第４条第一号「表１建物区分」注意書き参照

③建物附随工作物 ※標準仕様書第４条第一号「表１建物区分」注意書き参照

④「表２工作物区分」のうち、機械設備、生産設備、庭園、墳墓に該当する工作物

従来、附帯工作物移転料については、細則第１５第２項において、「建物の移転料の

算定に準じて算定する」ものとされ、「移転しても従前の機能を確保することが可能な

工作物については、原則として、建物の復元工法に準じて算定するものとする」と規

定されているのみでしたが、附帯工作物の復元費及び再築費の算定方法が明確化され

ました。それにあわせて、近畿地区用対連運用申し合わせ（以下、「運用申し合わせ」）

についても、従来、移設困難な工作物について、営業用工作物のみ再築費とし、家事

用工作物は新設費を補償する旨規定されておりましたが、全ての工作物を再築費とし

て補償する旨改正を行っております。

なお、実務上、①補償標準単価表（建物・工作物編）において、それぞれの附帯工

作物の耐用年数区分を確認、②運用申し合わせの「附帯工作物調査算定要領」Ⅱ－２

１４～５頁により、標準耐用年数を確認、③運用申し合わせⅡ－４３頁以降の別表１

０現価率表（工作物関係）及び別表１１再築補償率表（工作物関係）により、現価率

及び再築補償率を適用、という流れにより、算定を行うことになります。
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中 央 用 対 第 １ ２ 号

平成２２年３月２５日

各地区用地対策連絡（協議）会会長 殿

中央用地対策連絡協議会事務局長

（国土交通省土地・水資源局 総務課長）

公共用地の取得に伴う損失補償基準細則第１５に関する別表

第１３及び用地調査等標準仕様書別記４別表について

標記について、平成２２年３月２５日の理事会において別紙のとおり決定され

たので、通知する。
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別紙

単位：年

判断基準 標準耐用年数

1 木 製 類 主たる構造が木製のもの 31

2 コンクリートブロック類
コンクリート２次製品を主要資材として施工されたもの
主たる構造がコンクリート造のもの 36

3 鉄筋コンクリート類 主たる構造が鉄筋コンクリート造のもの 46

4 石 材 類
石材を主要資材として施工されたもの
構造が石材のもの 38

5 れんが類 れんがを主要資材として施工されたもの 40

6 鋼製類・アルミ類 主たる構造が金属製（鋼製、鋳鉄製、アルミ製など）のもの 30

7 電気設備等 電気、給排水、衛生、ガス設備関係 32

8 舗　　　装 アスファルト、コンクリート等土間叩きのもの 34

打込井戸 29

掘井戸 72

附帯工作物標準耐用年数表

区　　分

9 井　　　戸
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別記４

附帯工作物調査算定要領

第１章 総 則

（趣 旨）

第１条 この要領は、用地調査等標準仕様書（平成２年３月３０日中央用対理事

会申し合せ。以下「標準仕様書」という。）第４７条、第５８条及び第７０条

に規定する附帯工作物に関する調査算定要領である。

（第１条 逐条解説）

本条は、本要領を標準仕様書の一部を構成するものと規定しています。

本要領は、３章からなる本則によって構成されており、要領の適用範囲、調

査の方法、調査表及び図面の作成、補償額の構成及び補償額の算定について規

定しています。

（Ｑ１－１）

本要領が定められたことにより、附帯工作物の調査算定方法がどのように

改正されたのでしょうか。

【Ａ１－１】

公共用地の取得に伴う損失補償基準細則第１５第２項に規定するとおり、建

物の移転料の算定方法に準じた内容により、附帯工作物の復元費及び再築費の算定

方法が明確化されました。

具体的には、再築費の算定を行う場合については、建物の移転料の算定方法に準

じて附帯工作物の現在価格及び運用益損失額を補償することになります。

（適用範囲）

第２条 この要領は、原則として、標準仕様書第４条第二号の「表２工作物区分」

に掲げる「附帯工作物」の調査算定に適用するものとする。

（第２条 逐条解説）

本条は、本要領を適用する範囲について規定しています。標準仕様書第４条
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第二号の「表２工作物区分」では、工作物を機械設備、生産設備、附帯工作

物、庭園及び墳墓に区分していますが、これらのうち附帯工作物に対して本要

領を適用します。

（Ｑ２－１）

この要領が適用される附帯工作物を、どのように判断すれば良いですか。

【Ａ２－１】

逐条解説に記載したとおり、標準仕様書第４条第二号の「表２工作物区分」

に照らして判断します。

具体的に説明すると、「表２工作物区分」に記載された附帯工作物の判断基

準のとおり、次の①から④を除いたものを附帯工作物に区分します。

① 建物

② 建築設備

③ 建物付随工作物

④「表２工作物区分」のうち、機械設備、生産設備、庭園、墳墓に該当する工

作物

（Ｑ２－２）

附帯工作物から除くべきもののうち、建築設備に該当するものをどのように

判断すれば良いですか。

【Ａ２－２】

標準仕様書第４条第一号「表１建物区分」の注意書きにあるとおり、以下

の要件①及び②の両方に適合するものを、建築設備に区分します。

① 建物と一体のもの

② 建物の効用を全うするために設けられているもの

（Ｑ２－３）

附帯工作物から除くべきもののうち、建物付随工作物に該当するものをどの

ように判断すれば良いですか。

【Ａ２－３】

標準仕様書第４条第一号「表１建物区分」の注意書きにあるとおり、以下

の要件①及び②の両方に適合するものを、建物付随工作物に区分します。

① 建物と一体として施工されるもの

② 建物の効用に寄与しているもの

（Ｑ２－４）

公共用地の取得に伴う損失補償基準細則第１５第２項（２）のカッコ書きに
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よる「大規模な工作物」に該当するものとして、建物付随工作物から除くべき

ものをどのように判断すれば良いですか。

【Ａ２－４】

A ２－３で説明した建物付随工作物の要件①及び②のいずれかに該当しない

ものを、建物付随工作物から除きます。

（Ｑ２－５）

この要領が定められたことにより、建築設備及び建物付随工作物の調査算定

方法に変更がありますか。

【Ａ２－５】

建築設備及び建物付随工作物の調査算定方法は、従前と変わりありません。

（用語の定義）

第３条 この要領において「復元」とは、既存の附帯工作物を構成する各部材を

再利用することを基本として解体及び撤去し、残地又は残地以外の土地に運搬

し、移設することをいう。

２ この要領において「再築」とは、原則として従前と同種同等の附帯工作物を、

残地又は残地以外の土地に新設することをいう。

３ この要領において「復元費」とは、附帯工作物の復元に要する費用をいう。

４ この要領において「再築費」とは、附帯工作物の再築に要する費用をいう。

（第３条 逐条解説）

本条は、本要領で使用する用語の定義を行っています。

（Ｑ３－１）

本条で規定されている「復元費」とは、建物の移転料の算定において「復元

工法」により算定される費用に準じたものですか。

また、本条で規定されている「再築費」とは、建物の移転料の算定において

「再築工法」により算定される費用に準じたものですか。

【Ａ３－１】

本条で規定されている「復元費」、及び「再築費」とは、建物の移転料の算定に

おいて「復元工法」、及び「再築工法」により算定される費用に準じたものです。
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第２章 調査及び調査表等の作成

（調査）

第４条 附帯工作物の調査は、現地における調査を基本とし、必要に応じて聴き

取り調査、資料調査に基づき、次の各号について行うものとする。

一 当該権利者が所有し、又は使用する一画の敷地における建物及び附帯工作物

の配置状況

二 附帯工作物の種類、構造、形状、寸法、数量、所有者等及び設置（新設）年月

三 その他補償額算定に必要と認められる事項

四 当該権利者が所有し、又は使用する一画の敷地の状況及び附帯工作物の現況

が把握できる写真の撮影

２ 前項第二号の設置（新設）年月の調査は、固定資産台帳、請負契約書等、施工業

者又は所有者からの聴き取り、専門家等の意見等の方法によるものとする。

（第４条 逐条解説）

本条は、附帯工作物の調査事項及び調査方法について規定しています。

（Ｑ４－１）

附帯工作物の調査事項について、従前と異なるものがありますか。

【Ａ４－１】

調査事項の大部分は従前と同じですが、本要領第８条に規定するとおり、再

築費の算定において再調達価格に再築補償率を乗じることになりましたので、

再築補償率を求めるために附帯工作物の設置（新設）年月調査が加えられ

ています。

（Ｑ４－２）

聴き取り調査について、留意すべき点がありますか。

【Ａ４－２】

聴き取り調査結果について、疑義が生じた場合は、専門家の意見、施工業者及び

附帯工作物の所有者への聴き取り調査結果、その他の調査結果について相互に検証

を行う必要があると考えます。
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（調査表）

第５条 附帯工作物の調査表は、前条における調査結果に基づき、様式第１の附帯

工作物調査表に、次の各号を記載することにより作成するものとする。

一 所 在 地：附帯工作物の所在地

二 調 査 年 月 日：調査を実施した年月日

三 調 査 者：調査を実施した担当者の氏名

四 整 理 番 号：所有者ごとの番号

五 所 有 者 氏 名：附帯工作物の所有者の氏名又は名称

六 所 有 者 住 所：附帯工作物の所有者の住所又は主たる事務所の所在地

七 種 類 ・ 名 称：附帯工作物の種類又は名称

八 構造、形状、寸法：附帯工作物の構造、外形寸法（幅×奥行×高さ）等

九 数 量：附帯工作物の数量

十 設 置 年 月：附帯工作物の設置（新設）年月

十一 備 考：復元の可否、及びその他参考事項（必要に応じ附帯工作物の

所在する土地所有者の氏名又は名称等）

（第５条 逐条解説）

本条は、附帯工作物の調査表の作成について規定しています。

（図面）

第６条 作成する図面の種類は、次の各号によるものとする。

一 附帯工作物配置図

二 附帯工作物の詳細図

三 写真撮影方向図

２ 附帯工作物の図面は、原則として、次の各号により作成するものとする。

一 図面は、附帯工作物の所有者ごとに作成する。

二 図面の大きさは、原則として、日本工業規格Ａ列３判横とする。

三 図面は、原則として、上方が北の方位となるように配置する。

四 図面に表示する記号は、原則として、工業標準化法（昭和２４年法律第

１８５号）第１１条により制定された日本工業規格（ＪＩＳ）の図記号に

よる。

五 図面等に表示する数値及び面積計算は、標準仕様書第２１条による。

六 附帯工作物配置図は、附帯工作物の種類又は名称ごとに番号を表示する。

七 附帯工作物の詳細図は、必要に応じて作成し、構造、外形寸法（幅×奥行き×
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高さ）等を記載する。

八 写真撮影方向図は、附帯工作物配置図等を基に、撮影の位置、方向及び写真番

号を記入する。

九 その他算定に必要となる図面は、適宜作成する。

３ 作成する各図面の縮尺は、原則として、次の各号によるものとし、各図面に該当

縮尺を記入する。ただし、これにより難い場合は、この限りでない。

一 附帯工作物配置図 ：１００分の１又は２００分の１

二 各附帯工作物の詳細図： ５０分の１又は１００分の１

三 写真撮影方向図 ：１００分の１又は２００分の１

（第６条 逐条解説）

本条は、附帯工作物の図面の作成について規定しています。

第３章 算 定

（補償額の構成）

第７条 附帯工作物の復元費及び再築費の構成は、次のとおりとする。

＜復元費の構成＞

復 元 費 復元工事費 工事原価 純工事費 仮 設 費

資 材 費

（補足資材）

労 務 費

基 礎 費

雑 材 費

運 搬 費

現場経費 (諸 経 費)

一般管理費等

解体処分費 解体撤去費 (諸経費等を含む)

廃材運搬費 (諸経費等を含む)

廃材処分費

△発生材価額
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＜再築費の構成＞

再 築 費 附帯工作物の現在価額(再調達価格×現価率)＋運用益損失額

再築工事費 工事原価 純工事費 仮 設 費

(再調達価格) 資 材 費

労 務 費

基 礎 費

雑 材 費

現場経費 (諸 経 費)

一般管理費等

解体処分費 解体撤去費 (諸経費等を含む)

廃材運搬費 (諸経費等を含む)

廃材処分費

△発生材価額

（第７条 逐条解説）

本条は、附帯工作物の補償額算定における、復元費及び再築費の構成を体系

化しています。

（Ｑ７－１）

復元費の純工事費における労務費と、再築費の純工事費における労務費は内

容が異なりますか。

【Ａ７－１】

復元費の純工事費における労務費は、附帯工作物の復元工事に要する費用（取

外し、加工、組立、設置等）を計上することとなり、再築費の純工事費における

労務費は、附帯工作物の再築工事に要する費用（加工、組立、設置等）を計上する

ことになる点で異なります。なお解体処分に要する労務費は、解体処分費に計上す

ることとなります。

（補償額の算定）

第８条 附帯工作物の復元費及び再築費は、附帯工作物補償額算定書（様式第

２）を用いて、次の各号に掲げる式により算定した額とする。

一 復元費 ＝ 復元工事費（運搬費を含む。） ＋ 解体処分費 － 発生材価額
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二 再築費 ＝ 附帯工作物の現在価額（再調達価格×現価率）

＋ 運用益損失額 ＋ 解体処分費 － 発生材価額

２ 附帯工作物の現在価額（再調達価格に現価率を乗じて算定する。）と運用益

損失額との合計額は、再調達価格に次式による再築補償率（小数点以下第四位

を四捨五入した数値とする。）を乗じて算定するものとする。

ｎ ｎ １
再築補償率＝(1 － 0.8 )＋(0.8 × ) ｛ １－ ｝

Ｎ Ｎ （１＋ｒ）
Ｎ－ｎ

ｎ：附帯工作物の経過年数

Ｎ：附帯工作物の標準耐用年数（又は実態的耐用年数）

ｒ：年利率

一 附帯工作物の経過年数

附帯工作物の経過年数は、既存の附帯工作物の設置（新設）から補償額算定の

時期までの年数をいうものとする。

二 附帯工作物の標準耐用年数

附帯工作物の標準耐用年数は、別表に定める附帯工作物標準耐用年数表を適

用して求めるものとする。

なお、標準的耐用年数によることが適当でないと認められる場合は、専門家等

からの意見を聴取するなど、その他適切な方法により、その附帯工作物のもつ実

態的耐用年数を定めることができるものとする。

３ 復元費の純工事費は、次の各号の合計額とする。

一 仮 設 費：やりかた、墨出し、仮設足場等に要する費用を必要に応じ計

上する。

二 資 材 費：補足を必要とする主要資材・副資材の費用を計上する。

三 労 務 費：復元工事に要する費用を計上する。

四 基 礎 費：基礎工事に要する費用を必要に応じ計上する。

五 雑 材 費：機械、工具類の損料及び消耗材料費を計上する。

六 運 搬 費：再使用材の運搬に要する費用を計上する。

４ 再築費の純工事費は、次の各号の合計額とする。

一 仮 設 費：やりかた、墨出し、仮設足場等に要する費用を必要に応じ計

上する。

二 資 材 費：主要資材、副資材の費用を計上する。

三 労 務 費：再築工事に要する費用を計上する。

四 基 礎 費：基礎工事に要する費用を必要に応じ計上する。

五 雑 材 費：機械、工具類の損料及び消耗材料費を計上する。

５ 解体処分費は、次の各号の合計額とする。

一 解体撤去費：解体撤去に要する費用を計上する。

二 廃材運搬費：附帯工作物の所在地から廃棄物処分場までの廃材の運搬費を

計上する。

三 廃材処分費：解体撤去で発生した廃材の処分費用を計上する。
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６ 諸経費は、純工事費及び解体処分費（廃材処分費を除く。）の各々に、２５％を

乗じて計上するものとする。

７ 発生材価額は、解体撤去により発生する市場価値のある発生材について、種

別、等級等に区分し、必要に応じ計上するものとする。

（第８条 逐条解説）

本条は、第１項で復元費及び再築費の算定式について規定しており、第２項

で再築費の算定で必要となる附帯工作物の現在価格と運用益損失額との合計額

の算定式について規定しています。

これらの事項は、公共用地の取得に伴う損失補償基準細則（昭和３８年３月

７日用地対策連絡会理事会決定）第１５第５項及び第６項においても同趣旨の

規定が置かれています。

（Ｑ８－１）

本条第２項で用いる経過年数の認定については、建物調査における経過年数

の取り扱いと同じと考えて良いですか。

【Ａ８－１】

建物調査における経過年数の認定と同じ取り扱いとして下さい。

（Ｑ８－２）

標準耐用年数を経過した附帯工作物の残価率は、２０％ですか。

【Ａ８－２】

建物の移転料の算定方法と同様に、標準耐用年数を経過した附帯工作物の残価

率を２０％としています。

（Ｑ８－３）

耐用年数を満了してもなお、実用に供されている等の附帯工作物の実態的耐用

年数については、どのような取扱いとすればよいのでしょうか。

【Ａ８－３】

別表附帯工作物標準耐用年数表によることが適当でないと認められる場合は、

専門家等からの意見によるなどして個別の実態に応じた判断（実態的耐用年数）

が必要となります。なお、専門家等としては、当該附帯工作物の設置・維持管理

に精通している専門工事業者等が考えられます。
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別表 附帯工作物標準耐用年数表

単位：年

区 分 判断基準 標準耐用年数

（注）

１ 木製類 主たる構造が木製のもの

２ ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ類 ｺﾝｸﾘｰﾄ 2 次製品を主要資材として施工されたもの

主たる構造がｺﾝｸﾘｰﾄ造のもの

３ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 主たる構造が鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造のもの

４ 石材類 石材を主要資材として施工されたもの

構造が石材のもの

５ れんが類 れんがを主要資材として施工されたもの

６ 鋼製類・ｱﾙﾐ類 主たる構造が金属製（鋼製、鋳鉄製、ｱﾙﾐ製など）

のもの

７ 電気設備等 電気、給排水、衛生、ｶﾞｽ設備関係

８ 舗 装 ｱｽﾌｧﾙﾄ、ｺﾝｸﾘｰﾄ等土間叩きのもの

打込井戸

９ 井 戸

掘井戸

（注）標準耐用年数は、別途通知する。

（Ｑ９－ 1）

複数構造で、ひとつの附帯工作物として効用を発揮している場合には、どのよ

うに附帯工作物標準耐用年数表を適用すれば良いですか。

【Ａ９－ 1】

原則として、主たる構造に着目して附帯工作物標準耐用年数表を適用してくださ

い。
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様式第１ 附帯工作物調査表

様式第２ 附帯工作物補償額算定書

記載例
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考

庭
　

石
庭

石
・

4
0
0
m
m
×

3
0
0
m
m
×

3
0
0
m
m

 
中

 
尾

 
太

 
郎

工
作

物
の

所
在

地

構
造

・
形

状
・

寸
法

 
神

奈
川

県
川

崎
市

○
○

区
○

○
１

２
３

－
７

種
類

・
名

称

工
作

物
の

所
有

者
の

氏
名

又
は

名
称

工
作

物
所

有
者

の
住

所
又

は
主

た
る

事
務

所
の

所
在

地

ブ
ロ

ッ
ク

積
角

門
柱

コ
ン

ク
リ

ー
ト

ブ
ロ

ッ
ク

造
・

7
段

積
・

3
0
0
m
m
角

・
高

さ
2
0
0
m
m

擬
石

ブ
ロ

ッ
ク

積
塀

擬
石

ブ
ロ

ッ
ク

造
・

6
段

積
･
厚

1
5
0
m
m

ア
ル

ミ
伸

縮
門

扉
(
両

引
)

ア
ル

ミ
製

・
幅

5
1
0
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m
m
・
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さ

1
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m
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・
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・
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2
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無
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ミ
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カ
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ポ
ー

ト
ア

ル
ミ

製
・

片
持

支
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・
4
8
0
2
m
m
×

2
4
0
7
m
m

組
立

物
置

鋼
製

・
1
3
2
0
m
m
×

7
1
0
m
m
・

H
1
6
2
0
m
m

砂
利

敷
き

砂
利

・
厚

9
0
m
m

御
影

石
敷

き
石

造
・

4
5
0
m
m
×

3
0
0
m
m
×

3
0
m
m

コ
ン

ク
リ

ー
ト

平
板

敷
き

コ
ン

ク
リ

ー
ト

製
・

4
0
0
m
m
×

4
0
0
m
m
×

6
0
m
m

 
東

京
都

千
代

田
区

麹
町

○
丁

目
○

番
○

○

掘
井

戸
掘

井
戸

・
内

径
7
5
0
m
m
×

深
1
0
m
･
井

戸
側

付

亜
鉛

鉄
板

平
看

板
木

製
・

9
0
0
m
m
×

1
8
0
0
m
m

擬
石

ブ
ロ

ッ
ク

縁
石

擬
石

ブ
ロ

ッ
ク
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・

4
9
8
m
m
×

1
9
0
m
m
×

1
2
0
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m
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ロ
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ク

縁
石

コ
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リ
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ト

ブ
ロ

ッ
ク
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・

1
2
0
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m
×
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2
0
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m
×

6
0
0
m
m
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様
式

第
２

所
有

者
住

所
整

理
番

号
1

移
転

工
法

算
定

年
月

日

廃
材

運
搬

費
［

Ｊ
］

廃
材

処
分

費
［

Ｍ
］

発
生

材
価

額
［

Ｎ
］

1
0
0
,
0
0
0

 
 
 
 
 
 

5
0
,
0
0
0

 
 
 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

耐
用

年
数

経
過

年
数

補
償

率
[
G
]

2
.
0
0

 
 
 
 
 

2
3
,
3
0
0

 
 
 
 

4
6
,
6
0
0

 
 
 
 
 
 
 

1
1
,
6
0
0

 
 
 
 
 

5
8
,
2
0
0

 
 
 
 
 
 

5
4
,
8
2
4

 
 
 
 
 
 
 
 

*
〔

新
設

〕
代

価
表

－
１

2
.
0
0

 
 
 
 
 

5
,
2
0
0

 
 
 
 
 

1
0
,
4
0
0

 
 
 
 
 
 
 

2
,
6
0
0

 
 
 
 
 
 

1
3
,
0
0
0

 
 
 
 
 
 

*
1
3
,
0
0
0

 
 
 
 
 
 
 
 

〔
撤

去
〕

代
価

表
－

２

1
.
0
0

 
 
 
 
 

2
2
,
9
0
0

 
 
 
 

2
2
,
9
0
0

 
 
 
 
 
 
 

5
,
7
0
0

 
 
 
 
 
 

2
8
,
6
0
0

 
 
 
 
 
 

2
8
,
6
0
0

 
 
 
 
 
 
 
 

*
〔

移
設

〕
コ

－
5
1
0
9
0
2
0

*
-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
.
0
0

 
 
 
 
 

6
7
,
3
0
0

 
 
 
 

6
7
,
3
0
0

 
 
 
 
 
 
 

1
6
,
8
0
0

 
 
 
 
 

8
4
,
1
0
0

 
 
 
 
 
 

8
4
,
1
0
0

 
 
 
 
 
 
 
 

*
〔

移
設

〕
代

価
表

－
３

*
-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4
4
.
6
5

 
 
 
 

2
5
,
8
0
0

 
 
 
 

1
,
1
5
1
,
9
7
0

 
 
 
 

2
8
7
,
9
0
0

 
 
 
 

1
,
4
3
9
,
8
7
0

 
 
 

1
,
3
5
6
,
3
5
7

 
 
 
 
 

*
〔

新
設

〕
代

価
表

－
４

4
4
.
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5

 
 
 
 

4
,
1
2
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,
9
5
8
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2
2
9
,
8
5
8
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2
9
,
8
5
8

 
 
 
 
 
 
 

〔
撤

去
〕

代
価

表
－

５

1
.
0
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1
3
,
8
0
0

 
 
 
 

1
3
,
8
0
0

 
 
 
 
 
 
 

3
,
4
0
0

 
 
 
 
 
 

1
7
,
2
0
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1
7
,
2
0
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*
〔

移
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〕
コ

－
5
3
0
2
8
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0
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.
0
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1
1
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1
1
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9
0
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9
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1
4
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0
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4
9
,
8
0
0
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〔
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－
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0
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６
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0
0
0
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0
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〔
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コ

－
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2
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0
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(
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1
,
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5
 
)

(
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)
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成
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年
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1
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日
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郎
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1
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0
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9
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ﾘ
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ﾄ
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2
0
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 7

 
 
 6
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ル

ミ
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流
れ
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ー

ト

ｱ
ﾙ
ﾐ
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片

持
支

柱
・
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附
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工

 
作

 
物

 
補

 
償

 
額

 
算

 
定

 
書

補
　

償
　

額
Ｋ

＋
Ｌ

＋
Ｍ

－
Ｎ

単
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[
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]

解
体
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去
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［

Ｉ
］
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考
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量

[
A
]
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作
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の
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在

地

諸
経

費
率

[
D
]

番
号

　
神

奈
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県
川

崎
市

○
○

区
○

○
１

２
３

－
７

解
体
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費
[
F
]
＝

[
I
]
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築
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％

)

　
東

京
都

千
代

田
区

麹
町

○
丁
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○
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○

○
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〕
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類

・
名

称

〔
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段
〕

　
　

構
造

・
形

状
・

寸
法

工
作

物
の

所
有

者
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費

税
等

相
当

額
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×
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［

Ｌ
］

1
6
1
,
7
5
1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2
5
.
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%

復
元

費
又

は
再

築
費

　
計

［
Ｈ

］

諸
経

費
C
×
D
=
[
E
]

ヶ
所

3
2
0
,
5
6
7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

純
工

事
費

A
×
B
=
[
C
]

2
,
8
1
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,
4
5
9
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計
H
+
I
+
J
=
［

Ｋ
］

3
,
2
3
5
,
0
2
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3
,
4
4
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,
7
7
7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

復
元
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又

は
再

築
費

F
又
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F
×
G
=
[
H
]

9
4
.
2

復
元

価
格

又
は

再
調

達
価

格
C
+
E
=
[
F
]

6
3
5

組
立

物
置

鋼
製

・
1
3
2
0
m
m
×

7
1
0
m
m
・

H
1
6
2
0
m
m

6
土

間
コ

ン
ク

リ
ー

ト
叩

き

9
4
.
2

ｱ
ﾙ
ﾐ
製

・
幅

1
6
0
0
m
m
・

高
さ

1
4
0
0
m
m
・

直
付

ア
ル

ミ
形

材
両

開
門

扉

4
 
 
 

ｍ
3
5

擬
石

ブ
ロ

ッ
ク

積
塀

擬
石

ﾌ
ﾞ
ﾛ
ｯ
ｸ
造

・
6
段

積
･
厚

1
5
0
m
m

6

5
 
 
 

ヶ
所

ブ
ロ
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ク

積
角

門
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ｺ
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ｸ
ﾘ
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ﾄ
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ﾛ
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ｸ
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7
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2
0
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3
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1
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ヶ
所
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ミ
伸

縮
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扉
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両
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砂
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敷
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厚

9
0
m
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御
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敷
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4
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m
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0
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ﾐ
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幅

5
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1
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0

㎡
3
0
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耐
用

年
数

経
過

年
数

補
償

率
[
G
]

3
.
0
0

 
 
 
 
 

3
,
6
5
0

 
 
 
 
 

1
0
,
9
5
0

 
 
 
 
 
 
 

2
,
7
0
0

 
 
 
 
 
 

1
3
,
6
5
0

 
 
 
 
 
 

1
3
,
6
5
0

 
 
 
 
 
 
 
 

*
〔

移
設

〕
コ

－
5
7
0
0
2
2
0

*
-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8
.
7
1

 
 
 
 
 

3
,
9
8
0

 
 
 
 
 

3
4
,
6
6
5

 
 
 
 
 
 
 

8
,
6
0
0

 
 
 
 
 
 

4
3
,
2
6
5

 
 
 
 
 
 

4
0
,
7
5
5

 
 
 
 
 
 
 
 

*
〔

新
設

〕
コ

－
5
7
0
3
4
1
0

8
.
7
1

 
 
 
 
 

5
0
0

 
 
 
 
 
 
 

4
,
3
5
5

 
 
 
 
 
 
 
 

1
,
0
0
0

 
 
 
 
 
 

5
,
3
5
5

 
 
 
 
 
 
 

*
5
,
3
5
5

 
 
 
 
 
 
 
 
 

〔
撤

去
〕

コ
－

5
7
0
3
4
5
0

4
.
0
0

 
 
 
 
 

4
,
6
4
0

 
 
 
 
 

1
8
,
5
6
0

 
 
 
 
 
 
 

4
,
6
0
0

 
 
 
 
 
 

2
3
,
1
6
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2
1
,
8
1
6

 
 
 
 
 
 
 
 

*
〔

新
設

〕
コ

－
5
7
0
3
8
1
0

4
.
0
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3
2
0

 
 
 
 
 
 
 

1
,
2
8
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3
0
0

 
 
 
 
 
 
 
 

1
,
5
8
0

 
 
 
 
 
 
 

*
1
,
5
8
0

 
 
 
 
 
 
 
 
 

〔
撤

去
〕

コ
－

5
7
0
3
8
5
0

1
.
0
0

 
 
 
 
 

5
3
1
,
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0

 
 
 

5
3
1
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4
0
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1
3
2
,
8
0
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6
6
4
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0
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6
5
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8
9
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〔
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コ

－
5
8
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1
6
1
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1
.
0
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1
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6
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3
1
,
6
0
0
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9
0
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3
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0
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0
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0
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0
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0
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1
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1
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0
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*
〔
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コ

－
5
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5
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0
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4
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4
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・
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ﾄ
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縁
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ｍ
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ﾛ
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ｸ
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縁
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庭
石

・
4
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]
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]
＝

[
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]
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]
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称

、
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単
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＜補償基準の改正等＞

公共用地の取得に伴う損失補償基準細則第４２に定める年利率について

公共用地の取得に伴う損失補償基準細則第４２に定める年利率について、年３．０

パーセントから年２．５％への改定が、平成２２年３月２５日の中央用対連理事会で

決定されました。

年利率については、平成１１年３月１７日の中央用対連理事会において、以下のと

おり取り扱う旨決定されています。

１ 過去２０年間（暦年、２４０月）の利付国債（１０年）の応募者利回りの平均

年利率

２ 年利率の算定は０．５パーセント刻みとし、端数が生じた場合は２４捨２５入

なお、年利率の改定により、建物等の移転料の再築補償率が変更されたり、収穫樹

や用材林の純収益前価額、投下経費後価額等の算定根拠が変更になり、補償額の変更

要因となります。
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中 央 用 対 第 １ １ 号

平成２２年５月１３日

各地区用地対策連絡（協議）会会長 殿

中央用地対策連絡協議会事務局長

（国土交通省土地・水資源局 総務課長）

公共用地の取得に伴う損失補償基準細則第４２に定める年利率について

標記について、平成２２年３月２５日の理事会において別紙のとおり決定され

たので、通知する。
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別紙

公共用地の取得に伴う損失補償基準細則第４２に定める率について

平成２２年３月２５日

中 央 用 対 事 務 局

公共用地の取得に伴う損失補償基準細則（昭和３８年３月７日付け用地対策連

絡会決定）第４２に定める年利率を年３．０パーセントから年２．５パーセント

に改定し、平成２２年４月１日より適用する。

ただし、改定後の利率の適用日において、土地等の権利者等と損失の補償等に

ついて協議中のものについては、なお従前の例によることができるものとする。
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＜補償基準等の改正＞

「公共用地の取得における土壌汚染への対応に係る取扱指針」の改正について

土壌汚染対策法の一部を改正する法律（平成２１年法律第２３号）の施行等に伴い、

国土交通省で定める「公共用地の取得における土壌汚染への対応に係る取扱指針」の

一部が改正され、中央用対連から参考送付があったものです。
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事 務 連 絡

平成２２年４月２０日

中央用地対策連絡協議会 各会員 殿

各地区用地対策連絡（協議）会 事務局 殿

中央用地対策連絡協議会事務局

国土交通省 土地・水資源局

総務課 公共用地室

用地調整官

「公共用地の取得における土壌汚染への対応に係る取扱指針」の

改正について（参考通知）

標記については、平成２２年４月１日付けで別添通知のとおり、一部改正されましたの

で、参考として送付します。
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国 土 用 第 ８ ３ 号

平成２２年４月１日

各地方整備局用地部長

北海道開発局開発監理部長 殿

沖縄総合事務局開発建設部長

国土交通省

土地・水資源局総務課長

「公共用地の取得における土壌汚染への

対応に係る取扱指針」の改正について

土壌汚染対策法の一部を改正する法律（平成２１年法律第２３号）の施行等に

に伴い 「公共用地の取得における土壌汚染への対応に係る取扱指針 （平成１、 」

５年４月３０日付け国総国調第１４号国土交通省総合政策局国土環境・調整課長

。 「 」 。） 。通知 以下 取扱指針 という の一部を別紙のとおり改正したので通知する

各地方整備局等におかれては、取扱指針に従い、引き続き適正かつ円滑な公共

用地取得に努められたい。

－41－



（別添）

公共用地の取得における土壌汚染への対応に係る取扱指針

Ⅰ 定義

この「公共用地の取得における土壌汚染への対応に係る取扱指針」において、

以下の定義を設けることとする。

１ 「土壌汚染」．

「 」 、 （ 。 「 」土壌汚染 とは 土壌汚染対策法 平成１４年法律第５３号 以下 法

という ）第２条第１項に規定する「特定有害物質」による土地の土壌の。

汚染状態が、法第６条第１項第１号の環境省令で定める基準に適合しない

状態にあることをいう。

２ 「任意調査」．

「任意調査」とは、起業者の負担により任意で行われる土壌汚染状況の調

査をいう。この調査は、土地評価額の適正な算定のため、用地調査・測量

の一環として行うもので、土地所有者等の協力のもと、法に規定された指

定調査機関に依頼の上、法で規定された方法により行うものをいう。

３ 「要措置区域地」．

「要措置区域地」とは、法第６条の「要措置区域」に指定された土地をい

う。

４ 「形質変更時要届出区域地」．

「 」 、 「 」形質変更時要届出区域地 とは 法第１１条の 形質変更時要届出区域

に指定された土地をいう。

５ 「未指定土壌汚染地」．

「未指定土壌汚染地」とは、任意調査等により土壌汚染があることが確認

されている土地であって 「要措置区域」又は「形質変更時要届出区域」、

の指定を受けていないものをいう。

６ 「土壌汚染不明地」．

「土壌汚染不明地」とは、任意調査を行っていない等の理由により、土地

売買契約時点において、土壌汚染があるか否か分からない状態にある土地

をいう。

７ 「非土壌汚染地」．

「非土壌汚染地」とは、当該土地の過去の履歴、調査・浄化措置の実施状

況等により、土壌汚染がないことが確認できる又は土壌汚染を価格形成要

因から除外できる土地をいう。
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Ⅱ 土地の類型別整理

＜手順＞

１．まず、土地の現況を確認する。

２．確認した土地の現況ごとに、以下に定める方法により、当該土地を類

型別に整理する。

①「要措置区域」に指定された土地

⇒ 要措置区域地 として取り扱う ただし 法第７条の指示又は命令 以「 」 。 、 （

下「指示等」という ）が発出されている土地については、以下のとお。

りとする。

１）指示等に係る措置の履行を確認する。

（ 、２ ａ 土壌汚染の除去を伴わない措置が実施された場合） ） ※立入禁止

舗装、盛土（覆土）など）

⇒「要措置区域」の指定は解除されるが、別途 「形質変更時、

要届出区域」として指定されるため 「形質変更時要届出区、

域地」として取り扱う。

（※掘削除去、原位ｂ）土壌汚染の除去を伴う措置が実施された場合

置浄化など）

⇒土壌汚染が除去されたことにより 「要措置区域」の指定は、

解除されることから 「非土壌汚染地」として取り扱う。、

②「形質変更時要届出区域」に指定された土地（現に土壌汚染対策法の一部

を改正する法律（平成２１年法律第２３号）による改正前の土壌汚染対

策法（以下「旧法」という ）第５条の「指定区域」に指定されている土。

地（⑤を除く ）を含む ）。 。

⇒「形質変更時要届出区域地」として取り扱う。

③現に法第４条又は第５条の調査命令が発出されている土地

１）命令に係る調査の履行を確認する。

２）ａ）命令に係る調査により土壌汚染が発見された場合

⇒「要措置区域」又は「形質変更時要届出区域」のいずれか

の区域に指定されるので、当該指定を受けることとなる区

画のみを「要措置区域地」又は「形質変更時要届出区域地」

として取り扱う （その他は「非土壌汚染地 ）。 」

ｂ）命令に係る調査により土壌汚染が発見されなかった場合

⇒「非土壌汚染地」として取り扱う。
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④現に法第３条第１項に規定する有害物質使用特定施設が存在する土地

１）土地所有者等に任意調査の実施への協力を求める。

２）ａ）任意調査により土壌汚染が発見された場合

⇒土壌汚染がある土地であることから 「未指定土壌汚染地」、

として取り扱う。

ｂ）任意調査により土壌汚染が発見されなかった場合

⇒「非土壌汚染地」として取り扱う。

ｃ）任意調査を実施できなかった場合

⇒土壌汚染があるか否か分からない状況にあることから 「土、

壌汚染不明地」として取り扱う。

⑤現に「旧法」第７条の措置命令が発出されている土地

１）命令に係る措置の履行を確認する。

（ 、２ ａ 土壌汚染の除去を伴わない措置が実施された場合） ） ※立入禁止

舗装、盛土（覆土）など）

⇒旧法第５条の 指定区域 は 法附則第４条の規定により 形「 」 、 「

質変更時要届出区域」とみなされ、土壌汚染が除去されない

場合には 「形質変更時要届出区域」の指定は解除されない、

ため 「形質変更時要届出区域地」として取り扱う。、

（※掘削除去、原位ｂ）土壌汚染の除去を伴う措置が実施された場合

置浄化など）

、「 」⇒土壌汚染が除去されたことにより 形質変更時要届出区域

の指定は解除されることから 「非土壌汚染地」として取り、

扱う。

⑥①～⑤以外の土地

ⅰ）過去の調査履歴や土地の利用履歴等を確認する。

◎土地の履歴等の確認

○登記簿、住宅地図等による調査

一般に、登記簿に記載された土地の所有者、建物の所有者・用途から、

当該土地の利用履歴を一定程度推測することが可能な場合があり、住

宅地図から、当該土地の現在及び過去の用途を確認・推測することが

可能である。

また、こうした調査の対象時期を遡ったり、精度を上げるために、航

空写真や過去の地形図等が有効な場合もある。

なお、この場合、周辺からの汚染の流入の可能性にも留意し、当該土

地の隣地の状況についても確認しておく必要がある。
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○聞き取り調査等

当該土地の利用履歴や汚染状況に関しては、登記簿、住宅地図等の資

料と併せて、現地の地方公共団体環境部局、不動産仲介業者、土地家

屋調査士、地元精通者等に確認することが有効な場合もある。

なお、この場合、周辺からの汚染の流入の可能性にも留意し、当該土

地の隣地の状況についても確認しておく必要がある。

ⅱ）ア）過去の何らかの調査により、土壌汚染があることが確認された土

地

⇒土壌汚染がある土地であることから 「未指定土壌汚染地」と、

して取り扱う。

イ）当該土地の履歴から、過去に「土壌が汚染される可能性が高い用

途 （※）で用いられたことがある土地」

※「土壌が汚染される可能性が高い用途」の例

有害物質使用特定施設、産業廃棄物最終処分場、特定有害物質を取

り扱う研究施設 など

１）土地所有者等に任意調査の実施への協力を求める。

２）ａ）任意調査により土壌汚染が発見された場合

⇒土壌汚染がある土地であることから 「未指定土壌汚染、

地」として取り扱う。

ｂ）任意調査により土壌汚染が発見されなかった場合

⇒「非土壌汚染地」として取り扱う。

ｃ）任意調査を実施できなかった場合

⇒土壌汚染があるか否か分からない状況にあることから、

「土壌汚染不明地」として取り扱う。

ウ）土地の履歴が不明である土地

１）土地所有者等に任意調査の実施への協力を求める。

２）ａ）任意調査により土壌汚染が発見された場合

⇒土壌汚染がある土地であることから 「未指定土壌汚染、

地」として取り扱う。

ｂ）任意調査により土壌汚染が発見されなかった場合

⇒「非土壌汚染地」として取り扱う。

ｃ）任意調査を実施できなかった場合

⇒土壌汚染があるか否か分からない状況にあることから、

「土壌汚染不明地」として取り扱う。

エ）土壌汚染を価格形成要因から除外できる土地

土壌汚染を価格形成要因から除外できる土地とは、以下の土地

をいう。

・土壌汚染の除去の措置がなされ、法第６条第４項に基づく

「要措置区域」の指定の解除、法第１１条第２項に基づく

「形質変更時要届出区域」の指定の解除又は旧法第５条第

４項に基づく「指定区域」の指定の解除がなされたことが

確認できる土地
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・過去に法で規定された基準を満たす調査がなされ、その結

果土壌汚染がないことが確認できる土地

・過去に「土壌が汚染される可能性が高い用途」で用いられ

たことがないことが確認できる土地

⇒土壌汚染が価格形成に大きな影響を与えることがないと判

断されるため 「非土壌汚染地」として取り扱う。、
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Ⅲ 土地売買契約の締結

Ａ： 要措置区域地」の場合「

・土地補償額の算定はⅣの考え方に基づき行う。

・土地売買契約の締結にあたり、必要に応じて 「土地所有者等が汚染原、

因者であると特定された場合には、別途、法に基づき汚染の除去等の措

置を講ずべきことの指示又は措置費用の請求が行われる場合がある」こ

とを告知する。

Ｂ： 形質変更時要届出区域地」の場合「

・土地補償額の算定はⅣの考え方に基づき行う。

Ｃ： 未指定土壌汚染地」の場合「

・土地補償額の算定はⅣの考え方に基づき行う。

・土地売買契約の締結にあたり、必要に応じて 「土地所有者等が汚染原、

因者であると特定された場合には、別途、法に基づき汚染の除去等の措

置を講ずべきことの指示又は措置費用の請求が行われる場合がある」こ

とを告知する。

（ ） ） ） 、・現に有害物質使用特定施設が存在する場合 ④２ ａ のケース には

土地所有者等は有害物質使用特定施設の廃止の日から起算して１２０日

以内に法第３条の土壌汚染状況調査を行わなければならないとされてい

ることから、土地の引渡しは、当該調査の履行を確認した後に行うこと

とする。

Ｄ： 土壌汚染不明地」の場合「

・土地補償額の算定は、土壌汚染がないものとして、通常の方法で行う。

・ケースに応じ、以下のように、土地売買契約に特約を設ける等の措置を

行う。

◎現に有害物質使用特定施設が存在する場合（④２）ｃ）のケース）

・土地売買契約書に、以下の趣旨の特約を設ける。

「土地売買契約締結後土地の引渡しまでに、

①土地所有者等は法第３条の土壌汚染状況調査を行うものとする

②当該調査において土壌汚染が発見された場合には、当初契約金

額を減額した変更契約を締結するものとする」

・この場合、当該調査により土壌汚染が発見された場合には、上記の

、 （ ） 、契約金額の減額分について 精算金支払い時 土地の引渡し時 に

当該精算金から控除することとする。

・土地の引渡しは、当該調査の結果を確認した後に行うこととする。

・土地売買契約の解除要件として 「特約に係る事項を履行しないと、

き」を加えることとする。
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◎上記以外の場合（⑥ⅱ）イ）２）ｃ）及び⑥ⅱ）ウ）２）ｃ）のケー

ス）

・土地売買契約書に、以下の趣旨の特約を設ける。

「土地売買契約締結後土地の引渡しまでに、

①起業者は当該土地で任意調査を行うものとし、土地所有者はこ

れに異議を唱えないものとする

②当該調査において土壌汚染が発見された場合には、当初契約金

額を減額した変更契約を締結するものとする」

・この場合、当該調査により土壌汚染が発見された場合には、上記の

、 （ ） 、契約金額の減額分について 精算金支払い時 土地の引渡し時 に

当該精算金から控除することとする。

・土地の引渡しは、当該調査の結果を確認した後に行うこととする。

・土地売買契約の解除要件として 「特約に係る事項を履行しないと、

き」を加えることとする。

Ｅ： 非土壌汚染地」の場合「

・土地補償額の算定は、通常の方法で行う。

・通常の土地売買契約を締結する。

（ ） ） ） 、・現に有害物質使用特定施設が存在する場合 ④２ ｂ のケース には

土地所有者等は有害物質使用特定施設の廃止の日から起算して１２０日

以内に法第３条の土壌汚染状況調査を行わなければならないとされてい

ることから、土地の引渡しは、当該調査の履行を確認した後に行うこと

とする。
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Ⅳ 土地補償額の算定について

・通常の公共用地に係る土地補償額の算定においては、土地評価事務処理要領

に従い、原則として標準地比（公共用地の取得に伴う損失補償基準細則別記一）

準評価法により行われている。

・土壌汚染地についても、土地補償額の算定は、原則として標準地比準評価法

により行うものとする。

・また、具体的な算定にあたっては、不動産鑑定評価基準の改正（平成１４年

７月３日国土交通事務次官通知）により「土壌汚染の有無及びその状態」が

不動産の価格形成要因として新たに例示されたことを受けて、汚染の除去費

用等を減価要因として織り込む等により、評価を行うことが必要である。

◎標準地比準評価法の流れに則して、土壌汚染地の土地補償額の算定の考え方

を示すと以下のようになる。

＜標準地比準評価法＞

（※優良住宅地域、①用途的地域を地域的特性に着目して同一状況地域に区分

普通商業地域、中小工業地域など）

②同一状況地域ごとに一の標準地を選定

・標準地は「同一状況地域において個別的要因が概ね標準的と認められる

一の画地」として、その地域を代表する最も標準的な画地を選定する

こととされていることから、地域全体が土壌汚染地でない限り、土壌

汚染のない土地を標準地として選定する。

③標準地を取引事例比較法により評価

④標準地の評価格から比準して各画地の評価格を求める

（昭和５０年国土地第４１）標準地の評価格からの比準は、土地価格比準表

を用いて各要因ごとに行うこととされ号別添一。以下「比準表」という ）。

ているが、比準表に定められた格差率が実態に適合しないと認められ

るときは、不動産鑑定業者の意見等により、実態に適合するように補

（公共用地の取得に伴う損失補償基正することができることとされている。

）準細則別記一第８条

２）現行の比準表には、個別的要因として 「環境条件」に「地勢・地質、

・地盤等の良否」という項目があるが、土壌汚染が織り込まれたもの

ではないことから、比準表をそのまま使用して土壌汚染地の土地補償

額を算定することはできない。

３）このため、標準地から土壌汚染地への比準にあたっては、不動産鑑

定業者の意見等を踏まえ、別途、適切な補正額（土壌汚染による減価

額）を算定することとする。

－49－



４）土壌汚染による具体的な減価額は、土地の補償額は当該土地の財産

価値に基づき判断すべきことを踏まえると、当該土地の属する用途的

地域における通常の利用方法を可能とするために最低限必要となる、

想定上の土壌汚染対策費用とすることとする。

ただし、法第７条の措置等が講じられたことにより、既に通常の利

用が可能な状態にある土壌汚染のある土地については、減価の必要が

ないことに留意する必要がある （例えば、通常の利用が可能な状態の。

実現のための措置が盛土（覆土）である土壌汚染のある土地において、

既に盛土（覆土）が施されている場合 ）。

＜算定方法の例＞

※一戸建専用住宅が標準的な住宅地域に存在するクリーニング工場敷地の土地

補償額

ⅰ当該土地における通常の利用方法は一戸建住宅と判断。

ⅱ当該土地を一戸建住宅に用いることを想定した場合に、最低限必要な土壌

汚染対策措置を「盛土（覆土 」と判断。）

ⅲ当該土地の土壌汚染のある区画に盛土（覆土）を施すための費用を算定。

、 （ ） 、ⅳ標準地からの比準にあたって 当該盛土 覆土 のための費用を減価して

当該土地の補償額を算定。

５）なお 「要措置区域地」の場合には法第９条の規定により土地の形質、

、 、「 」の変更が原則として禁止されており また 形質変更時要届出区域地

の場合には法第１２条第４項の命令により土地の形質の変更の施行方法

が制限されることから 当該制限の程度に応じ ４ の減価と併せ 公、 、 ） 、「

法上の規制の程度」の要因において 「普通」の状態よりも「強い」と、

判断すべき場合があることに留意するものとする。
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Ⅴ その他

○法第３条に基づく土壌汚染状況調査に要する費用の損失補償上の取扱いにつ

いて

・土地所有者等が法第３条の土壌汚染状況調査を実施する場合の費用につい

ては、当該土地の財産権に内在する負担であると考えられることから、

当該調査費用自体は損失補償の対象とはしないこととする。

・ただし、当該調査費用は、本来、土地所有者等が当該施設を廃止する将来

の時点で発生するはずのものであることから、公共用地の取得に伴い調

査費用の支出が早められることによる当該費用に係る得べかりし運用益

の損失（運用益損失分）については 「通常生ずる損失」として補償する、

こととする。

○心理的嫌悪感について

・土壌汚染に係る心理的嫌悪感の影響による減価については、私人同士の通

常の取引においても、その有無を含めて、定型的に減価できるほど一般

化普遍化されているとは言い難い状況であることから、当面、土地の補

償額の減価要因としては扱わないこととする。

○都道府県環境担当部局との緊密な連携

・任意調査において土壌汚染があることが確認された場合には、都道府県環

境担当部局に連絡を取るよう努めることとする。

・土地の利用履歴の確認の場合や公共用地取得予定地に有害物質使用特定施

設に該当すると考えられる施設がある場合には、都道府県環境担当部局と

の緊密な連携を取ることとする。
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（
別
紙

）

公
共

用
地

の
取

得
に

お
け

る
土

壌
汚

染
へ

の
対

応
に

係
る

取
扱

指
針

改
正

後
改

正
前

（
別
添
）

（
別
添

）

公
共

用
地

の
取
得

に
お

け
る
土

壌
汚

染
へ

の
対
応
に
係
る
取

扱
指
針

公
共

用
地

の
取

得
に

お
け
る

土
壌

汚
染

へ
の

対
応

に
係
る

取
扱

指
針

Ⅰ
定

義
Ⅰ

定
義

こ
の

「
公
共
用
地
の
取
得
に
お

け
る

土
壌

汚
染

へ
の
対

応
に

係
る

取
扱

指
針
」
に
お
い
て
、
以
下
の
定
義
を
設
け
る
こ
と
と
す
る
。

こ
の

「
公
共
用
地
の
取
得
に
お
け

る
土

壌
汚

染
へ
の

対
応

に
係

る
取

扱
指

針
」
に

お
い

て
、

以
下

の
定

義
を
設

け
る

こ
と

と
す

る
。

１
「
土
壌
汚
染
」

．

「
土
壌
汚

染
」
と
は
、
土
壌

汚
染

対
策

法
（

平
成

１
４
年

法
律

第
５

３
号

。
以
下
「
法

」
と
い
う

）
第
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る

。

「
特
定
有

害
物
質
」
に
よ
る

土
地

の
土

壌
の

汚
染

状
態
が

、
法

第
６

条
第

１
項
第
１
号

の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準

に
適
合
し
な
い

状
態
に
あ

る
こ
と
を
い
う
。

削
除

１
「
土
壌
汚
染
が

あ
る
状
態

」
．

「
土
壌
汚
染
が
あ
る
状
態

」
と

は
、

土
壌

汚
染

対
策
法

（
平

成
１

４
年

法
律

第
５
３

号
。

以
下

「
法

」
と

い
う

）
第
２

条
第
１

項
に

。

規
定
す
る
「
特
定
有
害
物

質
」

が
、

法
第

５
条

第
１
項

の
環

境
省

令
に

定
め

る
基
準

に
適

合
し

な
い

状
態

を
い
う

。

２
「
任
意
調
査
」

２
「
任
意
調
査
」

．
．

「
任
意
調

査
」
と
は
、
起
業

者
の

負
担

に
よ

り
任

意
で
行

わ
れ

る
土

壌
汚
染
状
況
の
調

査
を
い
う
。
こ
の
調
査
は
、

土
地
評
価
額
の

「
任
意
調
査
」
と
は
、
起
業

者
の
負

担
に

よ
り

任
意
で

行
わ

れ
る

土
壌

汚
染

状
況
の

調
査

を
い

う
。

こ
の

調
査
は

、
土

地
評

価
額

の

適
正
な
算

定
の
た
め
、
用
地

調
査

・
測

量
の

一
環

と
し
て

行
う

も
の

で
、
土
地
所
有
者

等
の
協
力
の
も
と
、
法
に
規

定
さ
れ
た
指
定

適
正
な
算
定
の
た
め
、
用
地

調
査
・

測
量

の
一

環
と
し

て
行

う
も

の
で

、
土

地
所
有

者
等

の
協

力
の

も
と

、
法
に

規
定

さ
れ

た
指

定

調
査
機
関

に
依
頼
の
上
、
法

で
規

定
さ

れ
た

方
法

に
よ
り

行
う

も
の

を
い
う
。

調
査
機
関
に
依
頼
の
上
、
法

で
規

定
さ
れ

た
方

法
に
よ

り
行

う
も

の
を

い
う

。

削
除

３
「
指
定
区
域
地
」

． 「
指
定
区
域
地
」
と
は
、

現
に

法
第

５
条

の
「

指
定
区

域
」

に
指

定
さ

れ
た

土
地
を

い
う

。
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３
「
要
措
置
区
域
地
」

．

「
要
措
置

区
域
地
」
と
は
、

法
第

６
条

の
「

要
措

置
区
域

」
に

指
定

さ
れ

た
土
地
を
い

う
。

４
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

地
」

．

「
形
質
変

更
時
要
届
出
区
域

地
」

と
は

、
法

第
１

１
条
の

「
形

質
変

更
時

要
届
出
区
域

」
に
指
定
さ
れ
た
土
地
を
い

う
。

「
未
指
定
土
壌
汚
染
地
」

「
未
指
定
土
壌

汚
染
地
」

５
４

．
．

要
措
置
区

域
法

第
５
条

の
「

」
、

、
未
指
定
土
壌
汚

染
地

と
は

任
意

調
査

等
に

よ
り
土

壌
汚

染
が

あ
る
こ
と
が
確
認

さ
れ
て
い
る
土
地
で
あ
っ
て

「
未
指
定
土
壌
汚
染
地
」

と
は

、
任

意
調

査
等

に
よ
り

土
壌

汚
染

が
あ

る
こ

と
が
確

認
さ

れ
て

い
る

土
地

で
あ
っ

て
、

「
」

の
指
定

を
受

け
て
い

な
い

も
の

を
い
う
。

の
指
定
を
受

け
て

い
な
い

も
の

を
い
う

。
又
は
「
形

質
変
更
時
要
届
出

区
域

」
「
指
定
区
域
」

「
土
壌
汚
染
不
明
地
」

「
土
壌
汚
染
不

明
地
」

６
５

．
．

「
土
壌
汚

染
不
明
地
」
と
は

、
任

意
調

査
を

行
っ

て
い
な

い
等

の
理

由
に

よ
り
、
土
地

売
買
契
約
時
点
に
お
い
て
、

土
壌
汚
染
が

「
土
壌
汚
染
不
明
地
」
と
は

、
任

意
調
査

を
行

っ
て
い

な
い

等
の

理
由

に
よ

り
、
土

地
売

買
契

約
時

点
に

お
い
て

、
土

壌
汚

染
が

あ
る
か
否

か
分
か
ら
な
い
状

態
に

あ
る

土
地

を
い

う
。

あ
る
か
否
か
分
か
ら
な
い
状

態
に

あ
る
土

地
を

い
う
。

「
非
土
壌
汚
染
地
」

「
非
土
壌
汚
染

地
」

７
６

．
．

「
非
土
壌

汚
染
地
」
と
は
、

当
該

土
地

の
過

去
の

履
歴
、

調
査

・
浄

化
措

置
の
実
施
状

況
等
に
よ
り
、
土
壌
汚
染
が

な
い
こ
と
が

「
非
土
壌
汚
染
地
」
と
は
、

当
該

土
地
の

過
去

の
履
歴

、
調

査
・

浄
化

措
置

の
実
施

状
況

等
に

よ
り

、
土

壌
汚
染

が
な

い
こ

と
が

確
認
で
き

る
又
は
土
壌
汚
染

を
価

格
形

成
要

因
か

ら
除
外

で
き

る
土

地
を
い
う
。

確
認
で
き
る
又
は
土
壌
汚
染

を
価

格
形
成

要
因

か
ら
除

外
で

き
る

土
地

を
い

う
。
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Ⅱ
土
地
の
類
型
別
整
理

Ⅱ
土
地
の
類
型
別
整
理

＜
手
順
＞

＜
手
順
＞

１
．
ま
ず

、
土
地
の
現
況
を

確
認

す
る

。
１
．
ま
ず
、
土
地
の
現
況

を
確

認
す

る
。

２
．
確
認

し
た
土
地
の
現
況

ご
と

に
、

以
下

に
定

め
る
方

法
に

よ
り

、
当
該
土
地
を
類

型
別
に
整
理
す
る
。

２
．
確
認
し
た
土
地
の
現
況

ご
と

に
、
以

下
に

定
め
る

方
法

に
よ

り
、

当
該

土
地
を

類
型

別
に

整
理

す
る

。

①
「
要
措

置
区
域
」
に
指
定

さ
れ

た
土

地

⇒
「
要

措
置
区
域
地
」
と

し
て

取
り

扱
う

。
た

だ
し
、

法
第

７
条

の
指
示
又
は
命
令

（
以
下
「
指
示
等
」
と
い
う

）
が
発
出
さ

れ
。

て
い

る
土
地
に
つ
い
て

は
、

以
下

の
と

お
り

と
す
る

。

１
）

指
示
等
に
係
る
措

置
の

履
行

を
確

認
す

る
。

２
）

ａ
）
土
壌
汚
染
の

除
去

を
伴

わ
な

い
措

置
が
実

施
さ

れ
た

場
合

（
※
立
入
禁

止
、
舗
装
、
盛
土
（
覆
土
）

な
ど
）

⇒
「
要
措
置

区
域

」
の

指
定

は
解

除
さ
れ

る
が

、
別

途
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

」
と
し
て
指
定
さ
れ
る
た
め

、
、

「
形
質
変

更
時

要
届

出
区

域
地

」
と
し

て
取

り
扱

う
。

ｂ
）
土
壌
汚
染
の

除
去

を
伴

う
措

置
が

実
施
さ

れ
た

場
合

（
※

掘
削
除
去
、

原
位
置
浄
化
な
ど
）

、「
」

、「
」

⇒
土
壌
汚
染

が
除

去
さ

れ
た

こ
と

に
よ
り

要
措

置
区

域
の
指
定
は
解
除
さ
れ
る
こ
と
か
ら

非
土
壌
汚
染
地

と
し
て
取

り
扱

う
。

②
「
形
質

変
更
時
要
届
出
区

域
」

に
指

定
さ

れ
た

土
地
（

現
に

土
壌

汚
染

対
策
法
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

２
１
年
法
律
第

２
３
号

）
に
よ
る
改
正
前

の
土

壌
汚

染
対

策
法

（
以
下

「
旧

法
」

と
い
う

）
第
５
条
の
「
指
定
区

域
」
に
指
定
さ
れ
て
い
る
土

地
。

（
⑤
を

除
く

）
を
含

む
）

。
。

⇒
「
形

質
変
更
時
要
届
出

区
域

地
」

と
し

て
取

り
扱
う

。

削
除

②
現
に
指
定
区
域
に
指
定
さ

れ
て

い
る
土

地
（

①
を
除

く
）

。

⇒
指
定
区
域
地
と
し

て
取

り
扱

う
。

③
現
に

の
調

査
命
令

が
発

出
さ
れ

て
い

る
土

地
③
現
に

の
調
査
命

令
が

発
出
さ

れ
て

い
る
土

地
法

第
４
条
又
は
第
５

条
法
第
４
条

１
）

命
令
に
係
る
調
査

の
履

行
を

確
認

す
る

。
１
）
命
令
に
係
る

調
査

の
履

行
を
確

認
す

る
。

法
第

４
条

の

２
）

ａ
）

調
査

に
よ

り
土

壌
汚

染
が
発

見
さ

れ
た

場
合

２
）
ａ
）

調
査

に
よ
り

土
壌

汚
染
が

発
見

さ
れ

た
場

合
命
令
に
係
る

法
第
４
条
の

⇒
に
指
定
さ
れ
る

、
当
該
指
定
を

⇒
に

指
定

さ
れ

る
、

当
該

指
定

を
受
け

る
こ

と
と

な
る

区
画

の
み
を

と
し

「
要
措
置

区
域

」
又

は
「

形
質

変
更
時

要
届

出
区

域
」

の
い
ず
れ
か

の
区
域

の
で

指
定
区

域
こ

と
と
な

る
た

め
指

定
区

域
地

受
け
る
こ

と
と

な
る

区
画

の
み

を
と
し
て
取
り

扱
う

て
取
り

扱
う

（
そ
の

他
は

非
土

壌
汚

染
地

）
「

」
「

」
要

措
置

区
域

地
又
は

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
地

。
。

（
そ
の
他

は
非

土
壌
汚

染
地

）
「

」

ｂ
）

調
査

に
よ

り
土

壌
汚

染
が
発

見
さ

れ
な

か
っ

た
場
合

ｂ
）

調
査
に

よ
り

土
壌
汚

染
が

発
見

さ
れ

な
か

っ
た
場

合
命
令
に
係
る

法
第
4
条
の

⇒
非
土
壌

汚
染

地
と
し

て
取

り
扱
う

。
⇒
非
土
壌
汚

染
地

と
し
て

取
り

扱
う
。

「
」
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④
現
に

有
害

物
質

使
用
特

定
施

設
が

存
在
す
る
土
地

④
現
に
有
害
物
質
使
用
特
定

施
設

が
存

在
す
る

土
地

法
第
３
条
第
１
項
に

規
定

す
る

（
※
）

削
除

※
有
害
物
質
使
用
特
定

施
設

（
法
第

３
条

第
１
項

）

水
質
汚
濁
防
止
法
（

昭
和

４
５
年

法
律

第
１
３

８
号

）
第

２
条

第
２

項
に
規

定
す

る
特

定
施

設
で

あ
っ
て

、
同

条
第

２
項

第

１
号
に
規
定
す
る
物

質
（

特
定
有

害
物

質
で
あ

る
も

の
に

限
る

）
を

そ
の
施

設
に

お
い
て

製
造

し
、

使
用

し
、

又
は
処

理
す

。

る
も
の
を
い
う
。

（
法

第
３

条
の

「
土

壌
汚

染
状

況
調
査

（
法

第
２

条
第

２
項

」
と
は

異
な

る
こ
と

に
注

意
）

１
）

土
地
所
有
者
等
に

任
意

調
査

の
実

施
へ

の
協
力

を
求

め
る

。
１
）
土
地
所
有
者
等
に
任

意
調

査
）

の
実
施
へ
の
協

力
を

求
め

る
。

２
）

ａ
）
任
意
調
査
に

よ
り

土
壌

汚
染

が
発

見
さ
れ

た
場

合
２
）
ａ
）
任
意
調
査

に
よ

り
土

壌
汚

染
が
発

見
さ

れ
た

場
合

⇒
こ

と
か

ら
未

指
定

土
壌
汚
染
地

と
し
て
取
り

扱
う
。

⇒
こ

と
か
ら

、
未

指
定

土
壌

汚
染

地
と

土
壌
汚
染

が
あ

る
土

地
で

あ
る

「
」

任
意
調

査
に

よ
り

土
壌

汚
染
が

発
見

さ
れ

て
も

指
定

区
域
に

は
指

定
さ

れ
な

い
、

し
て
取
り
扱

う
。

ｂ
）
任
意
調
査
に

よ
り

土
壌

汚
染

が
発

見
さ
れ

な
か

っ
た

場
合

ｂ
）
任
意
調
査

に
よ

り
土

壌
汚

染
が
発

見
さ

れ
な

か
っ

た
場

合

⇒
非
土
壌

汚
染

地
と
し

て
取

り
扱
う

。
⇒
非
土
壌

汚
染

地
と

し
て

取
り
扱

う
。

「
」

ｃ
）
任
意
調
査
を

実
施

で
き

な
か

っ
た

場
合

ｃ
）
任
意
調
査
を
実

施
で

き
な

か
っ
た

場
合

⇒
土
壌
汚
染

が
あ

る
か

否
か

分
か

ら
な
い

状
況

に
あ

る
こ

と
か
ら

土
壌
汚
染
不
明

地
と
し
て
取
り
扱
う
。

⇒
土
壌
汚

染
が

あ
る

か
否

か
分
か

ら
な

い
状

況
に

あ
る

こ
と
か

ら
、

土
壌

汚
染

不
明

地
と
し

て
取

り
扱

う
。

、
「

」

削
除

＜
参
考
＞

土
地
所
有
者
等

は
、

有
害

物
質

使
用
特

定
施

設
の

廃
止

の
時

点
で
、

法
第

３
条

に
基

づ
く

土
壌
汚

染
状

況
調

査
を

別
途

行
う

必
要
が
あ
る
。

な
お
、
任
意
調

査
に

よ
り

汚
染

が
発
見

さ
れ

た
土

地
の

土
地

所
有
者

等
は

、
有

害
物

質
使

用
特
定

施
設

の
廃

止
の

時
点

で
、

画
地
全
体
に
つ

い
て

指
定

区
域

の
指
定

を
受

け
る

こ
と

を
条

件
に
、

任
意

調
査

の
結

果
を

も
っ
て

法
第

３
条

の
土

壌
汚

染
状

況
調
査
に
代
え

る
こ

と
が

で
き

る
（
具

体
的

に
は

都
道

府
県

知
事
と

調
整

の
必

要
あ

り
。
た
だ

し
、

複
数

の
特
定

有
害

物
。
）

、
、

、
質
を
製
造

使
用
又

は
処

理
し

て
い

た
有

害
物
質

使
用

特
定

施
設

の
場

合
に
は

こ
れ
ら

全
て

の
特

定
有

害
物

質
に
つ

い
て

基
準
値
を
超
え

る
汚

染
が

発
見

さ
れ
て

い
る

場
合

に
限

定
さ

れ
る
こ

と
に

留
意

す
る

必
要

が
あ
る

。

現
に

第
７
条
の
措
置

命
令

が
発

出
さ

れ
て

い
る
土

地
現
に

第
７
条
の
措
置

命
令

が
発

出
さ

れ
て
い

る
土

地
⑤

旧
法

①
法

削
除

（
※
法
第
７
条
の
命
令

は
、

法
第

５
条

の
指
定

区
域

に
指

定
さ

れ
た

土
地
に

対
し

て
発

出
さ

れ
る

）

１
）

命
令
に
係
る
措
置

の
履

行
を

確
認

す
る

。
１
）
命
令
に
係
る
措

置
の

履
行

を
確

認
す
る

。

２
）

ａ
）
土
壌
汚
染
の

除
去

を
伴

わ
な

い
措

置
が
実

施
さ

れ
た

場
合

（
※
立
入
禁

止
、
舗
装
、
盛
土
（
覆
土
）

な
ど
）

２
）
ａ
）
土
壌
汚
染

の
除

去
を

伴
わ

な
い
措

置
が

実
施

さ
れ

た
場

合
（
※

立
入

禁
止

、
舗

装
、

盛
土
（

覆
土

）
な

ど
）

⇒
⇒

は
解
除

さ
れ

な
い

た
め

、
と

し
て

取
り

扱
う

。
旧
法
第
５

条
の

指
定
区

域
は

法
附
則

第
４

条
の
規

定
に
よ
り

形
質
変
更
時
要

届
出
区
域

と
み
な
さ
れ

引
き
続
き
、

指
定

区
域

指
定

区
域

地
「

」
、

「
」

、

土
壌
汚
染

が
除

去
さ

れ
な

い
場

合
に
は

「
形

質
変
更

時
要
届
出
区
域
」
の
指
定

「
形
質

、
は

解
除
さ
れ
な
い
た
め
、

と
し

て
取
り

扱
う

。
変
更
時
要

届
出

区
域

地
」

ｂ
）
土
壌
汚
染
の

除
去

を
伴

う
措

置
が

実
施
さ

れ
た

場
合

（
※

掘
削
除
去
、

原
位
置
浄
化
な
ど
）

ｂ
）
土
壌
汚
染
の

除
去

を
伴
う

措
置

が
実
施

さ
れ

た
場

合
（

※
掘

削
除
去

、
原

位
置

浄
化

な
ど

）

⇒
は

解
除
さ
れ
る
こ
と

非
⇒

は
解
除

さ
れ

る
こ
と

、
非

土
壌

汚
染

地
と

し
て

取
り

扱
う

。
土
壌
汚
染

が
除

去
さ

れ
た

こ
と

に
よ
り

「
形

質
変
更

時
要
届
出
区
域
」
の
指
定

か
ら

「
指
定
区

域
と

な
る

た
め

、
、

土
壌
汚
染

地
と

し
て
取

り
扱

う
。

」
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①
～

以
外
の
土
地

①
～

以
外
の
土
地

⑥
⑤

⑤
④

ⅰ
）
過

去
の
調
査
履
歴
や

土
地

の
利

用
履

歴
等

を
確
認

す
る

。
ⅰ
）
過
去
の
調
査
履
歴

や
土

地
の

利
用

履
歴

等
を
確

認
す

る
。

◎
土
地
の
履
歴
等
の

確
認

◎
土
地
の
履
歴
等

の
確

認

○
登
記
簿
、
住
宅

地
図

等
に

よ
る

調
査

○
登
記
簿
、
住

宅
地

図
等

に
よ

る
調

査

一
般
に
、
登

記
簿

に
記

載
さ

れ
た

土
地
の

所
有

者
、

建
物

の
所
有
者
・

用
途
か
ら
、
当
該
土
地
の
利

用
履
歴
を
一
定

一
般
に
、

登
記

簿
に

記
載

さ
れ

た
土
地

の
所

有
者

、
建

物
の

所
有
者

・
用

途
か

ら
、

当
該

土
地
の

利
用

履
歴

を
一

定

程
度
推
測
す

る
こ

と
が

可
能

な
場

合
が
あ

り
、

住
宅

地
図

か
ら
、
当
該

土
地
の
現
在
及
び
過
去
の
用

途
を
確
認
・
推

程
度
推
測

す
る

こ
と

が
可

能
な

場
合
が

あ
り

、
住

宅
地

図
か

ら
、
当

該
土

地
の

現
在

及
び

過
去
の

用
途

を
確

認
・

推

測
す
る
こ
と

が
可

能
で

あ
る

。
測
す
る
こ

と
が

可
能

で
あ

る
。

ま
た
、

こ
う

し
た

調
査

の
対

象
時
期

を
遡

っ
た

り
、

精
度

を
上
げ

る
た

め
に

、
航

空

ま
た
、
こ
う

し
た

調
査

の
対

象
時

期
を
遡

っ
た

り
、

精
度

を
上
げ
る
た

め
に
、
航
空
写
真
や
過
去
の

地
形
図
等
が
有

写
真
や
過

去
の

地
形

図
等

が
有

効
な
場

合
も

あ
る

。

効
な
場
合
も

あ
る

。
な
お
、
こ

の
場

合
、

周
辺

か
ら

の
汚
染

の
流

入
の

可
能

性
に

も
留
意

し
、

当
該

土
地

の
隣

地
の
状

況
に

つ
い

て
も

確

な
お
、
こ
の

場
合

、
周

辺
か

ら
の

汚
染
の

流
入

の
可

能
性

に
も
留
意
し

、
当
該
土
地
の
隣
地
の
状
況

に
つ
い
て
も
確

認
し
て
お

く
必

要
が

あ
る

。

認
し
て
お
く

必
要

が
あ

る
。

○
聞
き
取
り
調
査

等
○
聞
き
取
り
調
査

等

当
該
土
地
の

利
用

履
歴

や
汚

染
状

況
に
関

し
て

は
、

登
記

簿
、
住
宅
地

図
等
の
資
料
と
併
せ
て
、
現

地
の
地
方
公
共

当
該
土
地
の

利
用

履
歴
や

汚
染

状
況
に

関
し

て
は

、
登

記
簿

、
住
宅

地
図

等
の

資
料

と
併

せ
て
、

現
地

の
地

方
公

共

団
体
環
境
部

局
、

不
動

産
仲

介
業

者
、
土

地
家

屋
調

査
士

、
地
元
精
通

者
等
に
確
認
す
る
こ
と
が
有

効
な
場
合
も
あ

団
体
環
境
部

局
、

不
動
産

仲
介

業
者
、

土
地

家
屋

調
査

士
、

地
元
精

通
者

等
に

確
認

す
る

こ
と
が

有
効

な
場

合
も

あ

る
。

る
。

な
お
、
こ
の

場
合

、
周

辺
か

ら
の

汚
染
の

流
入

の
可

能
性

に
も
留
意
し

、
当
該
土
地
の
隣
地
の
状
況

に
つ
い
て
も
確

な
お
、
こ
の

場
合

、
周
辺

か
ら

の
汚
染

の
流

入
の

可
能

性
に

も
留
意

し
、

当
該

土
地

の
隣

地
の
状

況
に

つ
い

て
も

確

認
し
て
お
く

必
要

が
あ

る
。

認
し
て
お
く

必
要

が
あ
る

。

ⅱ
）
ア

）
過
去
の
何
ら
か

の
調

査
に

よ
り

、
土

壌
汚
染

が
あ

る
こ

と
が

確
認
さ
れ
た

土
地

ⅱ
）
ア
）
過
去
の
何
ら
か

の
調

査
に
よ

り
、

土
壌
汚

染
が

あ
る

こ
と

が
確

認
さ
れ

た
土

地

⇒
土
壌
汚
染
が

あ
る

土
地

で
あ

る
こ

と
か
ら

未
指

定
土

壌
汚
染
地

と
し
て
取
り
扱

う
。

⇒
土

壌
汚
染

が
あ

る
土
地

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

未
指
定

土
壌

汚
染

地
と

し
、
「

」
指
定
区

域
に

は
指

定
さ

れ
て

い
な
い

が
、

て
取
り

扱
う

。

イ
）
当
該
土
地
の
履

歴
か

ら
、

過
去

に
「

土
壌
が

汚
染

さ
れ

る
可

能
性
が
高
い

用
途

（
※
）

で
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る

土
イ
）
当
該
土
地
の

履
歴

か
ら

、
過

去
に

「
土
壌

が
汚

染
さ
れ

る
可

能
性

が
高

い
用

途
（

※
）

で
用

い
ら

れ
た

こ
と

が
あ

る
」

」
、

地
土
地

※
「
土
壌
が

汚
染

さ
れ

る
可

能
性

が
高
い

用
途

」
の

例
※
「
土
壌

が
汚

染
さ

れ
る

可
能

性
が
高

い
用

途
」

の
例

有
害
物
質

使
用

特
定

施
設

、
産

業
廃
棄

物
最

終
処

分
場

、
特
定
有
害

物
質
を
取
り
扱
う
研
究
施
設

な
ど

有
害

物
質

使
用

特
定
施

設
、

産
業

廃
棄

物
最

終
処
分

場
、

特
定

有
害

物
質

を
取
り

扱
う

研
究

施
設

法
第
３

条
の

な
ど

１
）
土
地
所
有
者

等
に

任
意

調
査

の
実

施
へ
の

協
力

を
求

め
る
。

１
）
土
地
所

有
者

等
に

任
意

調
査

の
実
施

へ
の

協
力

を
求

め
る

。

２
）
ａ
）
任
意
調

査
に

よ
り

土
壌

汚
染

が
発
見

さ
れ

た
場

合
２
）
ａ
）
任

意
調

査
に

よ
り

土
壌

汚
染
が

発
見

さ
れ

た
場

合

⇒
こ

と
か

ら
未
指
定
土
壌
汚
染
地

と
し
て

取
り
扱
う
。

⇒
こ

と
か

ら
、

未
指

定
土

壌
土
壌

汚
染

が
あ

る
土

地
で

あ
る

「
」

任
意

調
査

に
よ

り
土

壌
汚
染

が
発

見
さ

れ
て

も
指

定
区
域

に
は

指
定

さ
れ

な
い

、

汚
染

地
と

し
て

取
り

扱
う
。

ｂ
）
任
意
調

査
に

よ
り

土
壌

汚
染

が
発
見

さ
れ

な
か

っ
た
場
合

ｂ
）
任

意
調

査
に

よ
り

土
壌

汚
染
が

発
見

さ
れ

な
か

っ
た

場
合

⇒
非

土
壌

汚
染

地
と

し
て

取
り

扱
う

。
⇒
非

土
壌

汚
染
地

と
し

て
取
り

扱
う

。
「

」

ｃ
）
任
意
調

査
を

実
施

で
き

な
か

っ
た
場

合
ｃ
）
任

意
調

査
を

実
施

で
き

な
か
っ

た
場

合

⇒
土
壌

汚
染

が
あ

る
か

否
か

分
か
ら

な
い

状
況

に
あ
る
こ
と
か
ら

土
壌
汚
染

不
明
地

と
し
て
取
り
扱
う

。
⇒

土
壌

汚
染

が
あ

る
か

否
か
分

か
ら

な
い

状
況

に
あ

る
こ
と

か
ら

、
土

壌
汚

染
不

明
地
と

し
て

取
り

扱
う

。
、
「

」

－56－
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ウ
）
土
地
の
履
歴
が

不
明

で
あ

る
土

地
ウ
）
土
地
の
履
歴

が
不

明
で

あ
る

土
地

１
）
土
地
所
有
者

等
に

任
意

調
査

の
実

施
へ
の

協
力

を
求

め
る
。

１
）
土
地
所
有

者
等

に
任
意

調
査

の
実
施

へ
の

協
力

を
求

め
る

。

２
）
ａ
）
任
意
調

査
に

よ
り

土
壌

汚
染

が
発
見

さ
れ

た
場

合
２
）
ａ
）
任
意

調
査

に
よ
り

土
壌

汚
染
が

発
見

さ
れ

た
場

合

⇒
こ

と
か

ら
未
指
定
土
壌
汚
染
地

と
し
て

取
り
扱
う
。

⇒
こ

と
か

ら
、

未
指

定
土

壌
土
壌

汚
染

が
あ

る
土

地
で

あ
る

「
」

任
意

調
査

に
よ

り
土

壌
汚
染

が
発

見
さ

れ
て

も
指

定
区
域

に
は

指
定

さ
れ

な
い

、

汚
染

地
と

し
て

取
り

扱
う
。

ｂ
）
任
意
調

査
に

よ
り

土
壌

汚
染

が
発
見

さ
れ

な
か

っ
た
場
合

ｂ
）
任

意
調

査
に

よ
り

土
壌

汚
染
が

発
見

さ
れ

な
か

っ
た

場
合

⇒
非

土
壌

汚
染

地
と

し
て

取
り

扱
う

。
⇒
非

土
壌

汚
染
地

と
し

て
取
り

扱
う

。
「

」

ｃ
）
任
意
調

査
を

実
施

で
き

な
か

っ
た
場

合
ｃ
）
任

意
調

査
を

実
施

で
き

な
か
っ

た
場

合

⇒
土
壌

汚
染

が
あ

る
か

否
か

分
か
ら

な
い

状
況

に
あ
る
こ
と
か
ら

土
壌
汚
染

不
明
地

と
し
て
取
り
扱
う

。
⇒

土
壌

汚
染

が
あ

る
か

否
か
分

か
ら

な
い

状
況

に
あ

る
こ
と

か
ら

、
土

壌
汚

染
不

明
地
と

し
て

取
り

扱
う

。
、
「

」

エ
）
土
壌
汚
染
を
価

格
形

成
要

因
か

ら
除

外
で
き

る
土

地
エ
）
土
壌
汚
染
を

価
格

形
成

要
因

か
ら

除
外
で

き
る

土
地

土
壌
汚
染
を
価

格
形

成
要

因
か

ら
除

外
で
き

る
土

地
と

は
、
以
下
の
土
地

を
い
う
。

土
壌
汚
染
を
価

格
形

成
要
因

か
ら

除
外
で

き
る

土
地

と
は

、
以

下
の
土

地
を

い
う

。

・
汚
染

の
除

去
の

措
置

が
な

さ
れ
、

・
汚

染
の

除
去

の
措

置
が

な
さ

れ
、
指

定
区

域
の

指
定

解
除

さ
れ

た
こ

と
が

確
認

で
土
壌

法
第

６
条

第
４

項
に
基
づ
く

「
要
措
置
区
域
」
の
指
定
の

解
除
、
法
第
１

法
第
７

条
の

規
定

に
よ

り
、

が

指
き

る
土
地

１
条
第
２

項
に

基
づ

く
「

形
質

変
更
時

要
届

出
区

域
」

の
指
定
の
解

除
又
は
旧
法
第
５
条
第
４
項

に
基
づ
く
「

定
区
域

の
指

定
解
除

さ
れ
た

こ
と

が
確

認
で

き
る
土
地

」
の

が
な

・
過
去
に
法

で
規

定
さ

れ
た

基
準

を
満
た

す
調

査
が

な
さ
れ
、
そ
の
結

果
土
壌
汚
染
が
な
い
こ
と
が

確
認
で
き
る
土

・
過
去
に
法

で
規

定
さ
れ

た
基

準
を
満

た
す

調
査

が
な

さ
れ

、
そ
の

結
果

土
壌

汚
染

が
な

い
こ
と

が
確

認
で

き
る

土

地
地

・
過
去
に
「

土
壌

が
汚

染
さ

れ
る

可
能
性

が
高

い
用

途
」

で
用
い
ら
れ

た
こ
と
が
な
い
こ
と
が
確
認

で
き
る
土
地

・
過
去
に

「
土

壌
が
汚

染
さ

れ
る

可
能

性
が

高
い
用
途

」
で

用
い
ら

れ
た

こ
と
が

な
い

こ
と

が
確

認
で

き
る
土

地
、

⇒
土
壌
汚

染
が

価
格

形
成

に
大

き
な
影

響
を

与
え

る
こ
と
が
な
い
と

判
断
さ
れ
る
た
め

非
土
壌
汚
染
地

と
し

⇒
土
壌
汚
染

が
価

格
形
成

に
大

き
な
影

響
を

与
え

る
こ

と
が

な
い
と

判
断

さ
れ

る
た

め
、

非
土
壌

汚
染

地
と

し
て

取
、
「

」

て
取
り

扱
う

。
り
扱
う
。

－57－
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Ⅲ
土
地
売
買

契
約
の
締
結

Ⅲ
土

地
売
買
契
約
の
締
結

Ａ
：

」
の
場

合
Ａ
：

」
の

場
合

「
「

要
措
置
区
域
地

指
定
区
域
地

・
土
地
補
償
額
の
算
定

は
Ⅳ

の
考
え

方
に

基
づ
き

。
・
土
地
補
償
額
の
算
定

は
Ⅳ

の
考

え
方

に
基

づ
き

。
行

う
算

定
す

る

・
土
地
売
買
契
約
の
締

結
に

あ
た
り

、
必

要
に
応

じ
て

「
土
地

所
有

者
等
が

汚
染
原
因
者
で
あ
る
と
特
定

さ
れ
た
場
合
に
は
、
別

・
土
地
売
買
契
約
の
締

結
に

あ
た

り
、

必
要

に
応
じ

て
「

土
地
所

有
者

等
が

汚
染

原
因

者
で
あ

る
と

特
定

さ
れ

た
場

合
に
は

、
別

、
、

途
、
法
に
基
づ
き

又
は
措
置
費
用
の

が
行
わ
れ
る
場
合
が
あ
る
」
こ
と
を

途
、
法
に
基
づ
き

又
は
措

置
費

用
の

が
行

わ
れ
る

場
合

が
あ
る

」
こ

と
を

告
知

す
る

。
汚

染
の

除
去
等

の
措

置
を
講

ず
べ

き
こ

と
の

指
示

請
求

措
置

命
令

求
償

告
知
す
る
。

Ｂ
：

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

地
」
の

場
合

「

。
・
土
地
補
償
額
の
算
定

は
Ⅳ

の
考
え

方
に

基
づ
き

行
う

：
未
指
定
土
壌
汚
染
地
」
の

場
合

：
未
指
定
土
壌
汚
染

地
」

の
場

合
Ｃ

Ｂ
「

「

・
土
地
補
償
額
の
算
定

は
Ⅳ

の
考
え

方
に

基
づ
き

。
・
土
地
補
償
額
の
算
定

は
Ⅳ

の
考

え
方

に
基

づ
き

。
行

う
算

定
す

る

・
土
地
売
買
契
約
の
締

結
に

あ
た
り

、
必

要
に
応

じ
て

「
土
地

所
有

者
等
が

汚
染
原
因
者
で
あ
る
と
特
定

さ
れ
た
場
合
に
は
、
別

・
土
地
売
買
契
約
の
締

結
に

あ
た

り
、

必
要

に
応
じ

て
「

土
地
所

有
者

等
が

汚
染

原
因

者
で
あ

る
と

特
定

さ
れ

た
場

合
に
は

、
別

、
、

途
、
法
に
基
づ
き

又
は
措
置
費
用
の

が
行
わ
れ
る
場
合
が
あ
る
」
こ
と
を

途
、
法
に
基
づ
き

又
は
措

置
費

用
の

が
行

わ
れ
る

場
合

が
あ
る

」
こ

と
を

告
知

す
る

。
汚

染
の

除
去
等

の
措

置
を
講

ず
べ

き
こ

と
の

指
示

請
求

措
置

命
令

求
償

告
知
す
る
。

現
に
有
害
物
質
使
用
特

定
施

設
が

存
在

す
る
場

合
（

④
２

）
ａ

）
の
ケ
ー
ス
）

は
、
土
地
所
有
者
等
は
有
害
物
質
使
用
特
定
施

現
に
有
害
物
質
使
用

特
定

施
設
が

存
在

す
る
場

合
（

④
２

）
ａ

）
の

ケ
ー
ス

）
は

、
土

地
所
有

者
等

は
有

害
物

質
・

に
⇒

契
約
後
、

設
の
廃
止
の
日
か
ら
起

算
し

て
１

２
０

日
以
内

に
法

第
３

条
の

土
壌
汚
染
状
況
調
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

使
用
特
定
施
設
の

廃
止

の
日

か
ら

起
算

し
て
１

２
０

日
以

内
に

法
第

３
条
の

土
壌

汚
染

状
況

調
査

を
行
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
と
さ
れ
て
い
る

土
地
の
引

渡
し

は
、

当
該

調
査
の

を
確

認
し

た
後
に
行
う
こ
と
と
す
る
。

い
土
地
の
引
渡
し

は
、

当
該
調

査
の

を
確

認
し

た
後
に

行
う

こ
と
と

す
る

。
こ
と
か
ら
、

履
行

。
結

果

：
土
壌
汚
染
不
明
地
」
の
場

合
：

土
壌
汚
染
不
明
地

」
の

場
合

Ｄ
Ｃ

「
「

・
土
地
補
償
額
の
算
定

は
、

土
壌
汚

染
が

な
い
も

の
と

し
て

、
通

常
の
方
法
で
行
う
。

・
土
地
補
償
額
の
算
定

は
、

土
壌

汚
染

が
な

い
も
の

と
し

て
、

通
常

の
方

法
で
行

う
。

・
ケ
ー
ス
に
応
じ
、
以

下
の

よ
う
に

、
土

地
売
買

契
約

に
特

約
を

設
け
る
等
の
措
置
を
行
う
。

・
ケ
ー
ス
に
応
じ
、
以

下
の

よ
う

に
、

土
地

売
買
契

約
に

特
約

を
設

け
る

等
の
措

置
を

行
う

。

◎
現
に
有
害
物
質
使
用

特
定

施
設

が
存

在
す
る

場
合

（
④

２
）

ｃ
）

の
ケ
ー
ス
）

◎
現
に
有
害
物
質
使

用
特

定
施

設
が

存
在

す
る
場

合
（

④
２

）
ｃ

）
の

ケ
ー
ス

）

・
土
地
売
買
契
約
書

に
、

以
下

の
趣

旨
の
特

約
を

設
け

る
。

・
土
地
売
買
契
約

書
に

、
以

下
の

趣
旨

の
特
約

を
設

け
る

。

「
土
地
売
買
契

約
締

結
後
土

地
の

引
渡
し

ま
で

に
、

「
土
地
売
買
契

約
締

結
後

土
地

の
引

渡
し
ま

で
に

、

①
土
地
所
有
者

等
は

法
第

３
条

の
土
壌

汚
染

状
況

調
査

を
行
う
も
の
と
す
る

①
土
地
所
有

者
等

は
法

第
３

条
の

土
壌
汚

染
状

況
調

査
を

行
う

も
の
と

す
る

②
当
該
調
査
に

お
い

て
土

壌
汚

染
が
発

見
さ

れ
た

場
合

に
は
、
当
初
契
約
金
額
を
減
額
し
た
変
更
契
約
を
締
結
す
る
も

②
当
該
調
査

に
お

い
て

土
壌

汚
染

が
発
見

さ
れ

た
場

合
に

は
、

当
初
契

約
金

額
を

減
額

し
た

変
更
契

約
を

締
結

す
る

も

の
と
す
る

」
の
と
す
る

」

・
こ
の
場
合
、

に
よ

り
土

壌
汚
染

が
発

見
さ

れ
た

場
合
に
は
、
上
記
の
契
約
金
額
の
減
額
分
に
つ
い
て
、
精
算
金
支

・
こ
の
場
合
、

に
よ

り
土
壌

汚
染

が
発
見

さ
れ

た
場

合
に

は
、

上
記
の

契
約

金
額

の
減

額
当

該
調

査
法

第
３

条
の

土
壌

汚
染

状
況
調

査

払
い
時
（
土
地

の
引

渡
し
時

）
に

、
当
該

精
算

金
か

ら
控

除
す

る
こ
と
と
す
る
。

分
に
つ
い
て
、
精

算
金

支
払
い

時
（

土
地
の

引
渡

し
時

）
に

、
当

該
精
算

金
か

ら
控

除
す

る
こ

と
と
す

る
。
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、
、

・
⇒
土
地
売
買
契
約

後
、

土
地
所

有
者

等
は

有
害

物
質

使
用

特
定

施
設
の

廃
止

の
日

か
ら

起
算

し
て
１

２
０

日
以

内
に

土
地
の
引
渡
し

は
、

当
該
調

査
の

結
果
を

確
認

し
た

後
に

行
う

こ
と
と
す
る
。

土
地

の
引

渡
し

は
、

当
該

調
査
の

結
果

を
確

認
し

た
法
第
３
条
の
土

壌
汚

染
状
況

調
査

を
行
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

後
に
行
う
こ
と

と
す

る
。

土
地
売
買
契
約

の
解

除
要
件

と
し

て
「
特

約
に

係
る
事

項
を

履
行
し

な
い
と
き
」
を
加
え
る
こ
と

と
す
る
。

土
地
売
買
契

約
の

解
除

要
件

と
し

て
「

特
約

に
係

る
事

項
を

履
行

し
な

い
と

き
」
を

加
え

る
こ

と
と

す
る

。
・

⇒
、

、

◎
上
記
以
外
の
場
合
（

イ
）

２
）

ｃ
）

及
び

ウ
）

２
）
ｃ
）
の
ケ
ー
ス
）

◎
上
記
以
外
の
場
合
（

イ
）

２
）

ｃ
）

及
び

ウ
）

２
）

ｃ
）

の
ケ

ー
ス
）

⑥
ⅱ

）
⑥

ⅱ
）

⑤
⑤

・
土
地
売
買
契
約
書

に
、

以
下

の
趣

旨
の
特

約
を

設
け

る
。

・
土
地
売
買
契
約

書
に

、
以

下
の

趣
旨

の
特
約

を
設

け
る

。

「
土
地
売
買
契

約
締

結
後
土

地
の

引
渡
し

ま
で

に
、

「
土
地
売
買
契

約
締

結
後

土
地

の
引

渡
し
ま

で
に

、

①
起
業
者
は
当

該
土

地
で

任
意

調
査
を

行
う

も
の

と
し

、
土
地
所
有
者
は
こ
れ
に
異
議
を
唱
え
な
い
も
の
と
す
る

①
起
業
者
は

当
該

土
地

で
任

意
調

査
を
行

う
も

の
と

し
、

土
地

所
有
者

は
こ

れ
に

異
議

を
唱

え
な
い

も
の

と
す

る

②
当
該
調
査
に

お
い

て
土

壌
汚

染
が
発

見
さ

れ
た

場
合

に
は
、
当
初
契
約
金
額
を
減
額
し
た
変
更
契
約
を
締
結
す
る
も

②
当
該
調
査

に
お

い
て

土
壌

汚
染

が
発
見

さ
れ

た
場

合
に

は
、

当
初
契

約
金

額
を

減
額

し
た

変
更
契

約
を

締
結

す
る

も

の
と
す
る

」
の
と
す
る

」

・
こ
の
場
合
、

に
よ

り
土

壌
汚
染

が
発

見
さ

れ
た

場
合
に
は
、
上
記
の
契
約
金
額
の
減
額
分
に
つ
い
て
、
精
算
金

・
こ
の
場
合
、

に
よ
り

土
壌

汚
染
が

発
見

さ
れ

た
場

合
に

は
、
上

記
の

契
約

金
額

の
減

額
分
に

つ
い

て
、

精
算

金
当

該
調

査
任
意

調
査

支
払
い
時
（
土

地
の

引
渡
し

時
）

に
、
当

該
精

算
金

か
ら

控
除

す
る
こ
と
と
す
る
。

支
払
い
時
（
土
地

の
引

渡
し
時

）
に

、
当
該

精
算

金
か

ら
控

除
す

る
こ
と

と
す

る
。

土
地
の
引
渡
し

は
、

当
該
調

査
の

結
果
を

確
認

し
た

後
に

行
う

こ
と
と
す
る
。

土
地
の
引
渡

し
は

、
当

該
調

査
の

結
果
を

確
認

し
た

後
に

行
う

こ
と
と

す
る

。
・

⇒

土
地
売
買
契
約

の
解

除
要
件

と
し

て
「
特

約
に

係
る
事

項
を

履
行
し

な
い
と
き
」
を
加
え
る
こ
と

と
す
る
。

土
地
売
買
契

約
の

解
除

要
件

と
し

て
「

特
約

に
係

る
事

項
を

履
行

し
な

い
と

き
」
を

加
え

る
こ

と
と

す
る

。
・

⇒
、

、

：
非
土
壌
汚
染
地
」
の
場
合

：
非
土
壌
汚
染
地
」

の
場

合
Ｅ

Ｄ
「

「

・
土
地
補
償
額
の
算
定

は
、

通
常
の

方
法

で
行
う

。

・
通
常
の
土
地
売
買
契

約
を

締
結
す

る
。

・
通
常
の
土
地
売
買
契

約
を

締
結

す
る

。

④
２

）
ｂ

）
の
ケ
ー
ス

は
、
土
地
所
有
者
等
は
有
害
物
質
使
用
特
定
施

④
２
）
ｂ
）
の
ケ

ー
ス

は
、

土
地
所

有
者

等
は

有
害

物
質

使
用
特

定
施

設
の

廃
止

の
日

か
ら
起
算

し
て

１
２
０

日
・
現
に
有
害
物
質
使
用

特
定

施
設
が

存
在

す
る
場

合
（

）
に

⇒
契
約

後
、

設
の
廃
止
の
日
か
ら
起

算
し

て
１

２
０

日
以
内

に
法

第
３

条
の

土
壌
汚
染
状
況
調
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

以
内
に
法
第
３
条

の
土

壌
汚

染
状

況
調

査
を
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
土

地
の

引
渡

し
は

、
当

該
調
査

の
を

確
認

し
と
さ
れ
て
い
る

。
結
果

土
地
の
引

渡
し

は
、

当
該

調
査
の

を
確

認
し

た
後
に
行
う
こ
と
と
す
る
。

た
後
に
行
う
こ
と
と

す
る

。
こ
と
か
ら
、

履
行
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Ⅳ
土
地
補
償

額
の
算
定
に
つ
い

て
Ⅳ

土
地
補
償
額
の
算
定
に
つ

い
て

・
通
常
の
公

共
用
地
に
係
る
土

地
補

償
額

の
算

定
に

お
い
て

は
、

土
地

評
価
事
務
処
理
要

領
（
公
共
用
地
の
取
得
に
伴

う
損
失
補
償
基

・
通
常
の
公
共
用
地
に
係
る
土
地

補
償

額
の

算
定

に
お
い

て
は

、
土

地
評

価
事

務
処
理

要
領

（
公

共
用

地
の

取
得
に

伴
う

損
失

補
償

基

準
細
則
別

記
一
）
に
従
い
、

原
則

と
し

て
標

準
地

比
準
評

価
法

に
よ

り
行
わ
れ
て
い
る

。
準
細
則
別
記
一
）
に
従
い
、

原
則

と
し
て

標
準

地
比
準

評
価

法
に

よ
り

行
わ

れ
て
い

る
。

・
土
壌
汚
染

地
に
つ
い
て
も
、

土
地

補
償

額
の

算
定

は
、
原

則
と

し
て

標
準
地
比
準
評
価

法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る

。
・
土
壌
汚
染
地
に
つ
い
て
も

、
土

地
補

償
額

の
算

定
は
、

原
則

と
し

て
標

準
地

比
準
評

価
法

に
よ

り
行

う
も

の
と
す

る
。

・
ま
た
、
具

体
的
な
算
定
に
あ

た
っ

て
は

、
不

動
産

鑑
定
評

価
基

準
の

改
正
（
平
成
１
４

年
７
月
３
日
国
土
交
通
事
務

次
官
通
知
）
に

・
ま
た
、
具
体
的
な
算
定
に
あ
た

っ
て

は
、

不
動

産
鑑
定

評
価

基
準

の
改

正
（

平
成
１

４
年

７
月

３
日

国
土

交
通
事

務
次

官
通

知
）

に

よ
り
「
土

壌
汚
染
の
有
無
及

び
そ

の
状

態
」

が
不

動
産
の

価
格

形
成

要
因
と
し
て
新
た

に
例
示
さ
れ
た
こ
と
を
受
け

て
、
汚
染
の
除

よ
り
「
土
壌
汚
染
の
有
無

及
び

そ
の

状
態

」
が

不
動
産

の
価

格
形

成
要

因
と

し
て
新

た
に

例
示

さ
れ

た
こ

と
を
受

け
て

、
汚

染
の

除

去
費
用
等

を
減
価
要
因
と
し

て
織

り
込

む
等

に
よ

り
、
評

価
を

行
う

こ
と
が
必
要
で
あ

る
。

去
費
用
等
を
減
価
要
因
と
し

て
織

り
込
む

等
に

よ
り
、

評
価

を
行

う
こ

と
が

必
要
で

あ
る

。

◎
標
準
地
比

準
評
価
法
の
流
れ

に
則

し
て

、
土

壌
汚

染
地
の

土
地

補
償

額
の
算
定
の
考
え

方
を
示
す
と
以
下
の
よ
う
に

な
る
。

◎
標
準
地
比
準
評
価
法
の
流

れ
に

則
し
て
、

土
壌

汚
染
地

の
土

地
補

償
額

の
算

定
の
考

え
方

を
示

す
と

以
下

の
よ
う

に
な

る
。

＜
標
準
地
比
準
評
価
法
＞

＜
標
準
地
比
準
評
価
法
＞

（
、

、
）

（
、

、
）

①
用
途
的

地
域
を
地
域
的
特

性
に

着
目

し
て

同
一

状
況
地

域
に

区
分

※
優

良
住
宅
地
域

普
通
商
業
地
域

中
小

工
業
地
域
な
ど

①
用
途
的
地
域
を
地
域
的
特

性
に

着
目
し

て
同

一
状
況

地
域

に
区

分
※

優
良

住
宅

地
域

普
通

商
業

地
域

中
小
工

業
地

域
な

ど

②
同
一
状

況
地
域
ご
と
に
一

の
標

準
地

を
選

定
②
同
一
状
況
地
域
ご
と
に
一

の
標

準
地
を

選
定

・
標
準

地
は
「
同
一
状
況

地
域

に
お

い
て

個
別

的
要
因

が
概

ね
標

準
的

と
認
め
ら
れ

る
一
の
画
地
」
と
し
て
、
そ

の
地
域
を
代
表

・
標
準
地
は
「
同
一
状
況

地
域

に
お
い

て
個

別
的
要

因
が

概
ね

標
準

的
と

認
め
ら

れ
る

一
の

画
地

」
と

し
て
、

そ
の

地
域

を
代

表

す
る

最
も
標
準
的
な
画

地
を

選
定

す
る

こ
と

と
さ
れ

て
い

る
こ

と
か

ら
、
地
域
全

体
が
土
壌
汚
染
地
で
な
い
限

り
、
土
壌
汚
染

す
る
最
も
標
準
的
な
画

地
を

選
定
す

る
こ

と
と
さ

れ
て

い
る

こ
と

か
ら

、
地
域

全
体

が
土

壌
汚

染
地

で
な
い

限
り

、
土

壌
汚

染

の
な

い
土
地
を
標
準
地

と
し

て
選

定
す

る
。

の
な
い
土
地
を
標
準
地

と
し

て
選
定

す
る

。

③
標
準
地

を
取
引
事
例
比
較

法
に

よ
り

評
価

③
標
準
地
を
取
引
事
例
比

較
法

に
よ

り
評

価

④
標
準
地

の
評
価
格
か
ら
比

準
し

て
各

画
地

の
評

価
格
を

求
め

る
④
標
準
地
の
評
価
格
か
ら
比

準
し

て
各
画

地
の

評
価
格

を
求

め
る

）
、

（
。

「
」

。
）

）
、

（
。

「
」

。）
１

標
準
地
の
評
価
格
か

ら
の

比
準

は
土

地
価

格
比

準
表

昭
和

５
０
年
国
土
地
第
４
号
別
添
一

以
下

比
準
表

と
い
う

１
標
準
地
の
評
価
格

か
ら

の
比

準
は

土
地
価

格
比

準
表

昭
和

５
０

年
国

土
地

第
４

号
別
添

一
以
下

比
準

表
と

い
う

、

を
用

い
て
各
要
因
ご
と

に
行

う
こ

と
と

さ
れ

て
い
る

が
、

比
準

表
に

定
め
ら
れ
た

格
差
率
が
実
態
に
適
合
し
な

い
と
認
め
ら
れ

を
用
い
て
各
要
因
ご
と

に
行

う
こ
と

と
さ

れ
て
い

る
が

、
比

準
表

に
定

め
ら
れ

た
格

差
率

が
実

態
に

適
合
し

な
い

と
認

め
ら

れ

、
、

。
、

、
。

る
と

き
は

不
動
産
鑑

定
業

者
の

意
見
等

に
よ

り
実

態
に
適

合
す
る
よ
う
に
補
正
す
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
る

る
と
き
は

不
動
産

鑑
定

業
者

の
意

見
等

に
よ
り

実
態

に
適

合
す

る
よ
う

に
補

正
す

る
こ

と
が

で
き
る

こ
と

と
さ

れ
て
い

る

（
公

共
用
地
の
取
得
に

伴
う

損
失

補
償

基
準

細
則
別

記
一

第
８

条
）

（
公
共
用
地
の
取
得
に

伴
う

損
失
補

償
基

準
細
則

別
記

一
第

８
条

）

）
、

、「
」

「
」

、
）

、
、「

」
「

」
、

２
現

行
の
比
準
表
に
は

個
別

的
要

因
と

し
て

環
境

条
件

に
地
勢
・

地
質
・
地
盤
等
の
良
否

と
い
う
項
目
が
あ
る
が

２
現
行
の
比
準
表
に

は
個

別
的

要
因

と
し

て
環

境
条

件
に

地
勢

・
地

質
・

地
盤

等
の

良
否

と
い
う

項
目

が
あ

る
が

土
壌

汚
染
が
織
り
込
ま

れ
た

も
の

で
は

な
い

こ
と
か

ら
、

比
準

表
を

そ
の
ま
ま
使

用
し
て
土
壌
汚
染
地
の
土
地

補
償
額
を
算
定

土
壌
汚
染
が
織
り
込

ま
れ

た
も

の
で

は
な

い
こ
と

か
ら

、
比

準
表

を
そ

の
ま
ま

使
用

し
て

土
壌

汚
染

地
の
土

地
補

償
額

を
算

定

す
る

こ
と
は
で
き
な
い

。
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。

３
）
こ

の
た
め
、
標
準
地

か
ら

土
壌

汚
染

地
へ

の
比
準

に
あ

た
っ

て
は

、
不
動
産
鑑

定
業
者
の
意
見
等
を
踏
ま
え

、
別
途
、
適
切

３
）
こ
の
た
め
、
標
準
地

か
ら

土
壌
汚

染
地

へ
の
比

準
に

あ
た

っ
て

は
、

不
動
産

鑑
定

業
者

の
意

見
等

を
踏
ま

え
、

別
途

、
適

切

な
補

正
額
（
土
壌
汚
染

に
よ

る
減

価
額

）
を

算
定
す

る
こ

と
と

す
る

。
な
補
正
額
（
土
壌
汚
染

に
よ

る
減
価

額
）

を
算
定

す
る

こ
と

と
す

る
。

４
）
土

壌
汚
染
に
よ
る
具

体
的

な
減

価
額

は
、

土
地
の

補
償

額
は

当
該

土
地
の
財
産

価
値
に
基
づ
き
判
断
す
べ
き

こ
と
を
踏
ま
え

４
）
土
壌
汚
染
に
よ
る

具
体

的
な

減
価

額
は

、
土
地

の
補

償
額

は
当

該
土

地
の
財

産
価

値
に

基
づ

き
判

断
す
べ

き
こ

と
を

踏
ま

え

る
と

、
当
該
土
地
の
属

す
る

用
途

的
地

域
に

お
け
る

通
常

の
利

用
方

法
を
可
能
と

す
る
た
め
に
最
低
限
必
要
と

な
る
、
想
定
上

る
と
、
当
該
土
地
の

属
す

る
用

途
的

地
域

に
お
け

る
通

常
の

利
用

方
法

を
可
能

と
す

る
た

め
に

最
低

限
必
要

と
な

る
、

想
定

上

の
土

壌
汚
染
対
策
費
用

と
す

る
こ

と
と

す
る

。
の
土
壌
汚
染
対
策
費

用
と

す
る

こ
と

と
す

る
。

た
だ
し
、
法

の
措

置
等

が
講

じ
ら

れ
た
こ

と
に

よ
り

、
既

に
通
常
の
利

用
が
可
能
な
状
態
に
あ
る
土

壌
汚
染
の
あ
る

た
だ
し
、
法

の
措

置
等

が
講

じ
ら

れ
た
こ

と
に

よ
り

、
既

に
通

常
の
利

用
が

可
能

な
状

態
に

あ
る
土

壌
汚

染
の

あ
る

土
第
７
条

７
条

土
地

に
つ
い
て
は
、
減

価
の

必
要

が
な

い
こ

と
に
留

意
す

る
必

要
が

あ
る

（
例
え
ば
、
通
常
の

利
用
が
可
能
な
状
態
の
実
現

の
地
に
つ
い
て
は
、
減
価

の
必

要
が
な

い
こ

と
に
留

意
す

る
必

要
が

あ
る

（
例
え

ば
、

通
常
の

利
用

が
可

能
な

状
態

の
実
現

の
た

。
。

た
め

の
措
置
が
盛
土
（

覆
土

）
で

あ
る

土
壌

汚
染
の

あ
る

土
地

に
お

い
て
、
既
に

盛
土
（
覆
土
）
が
施
さ
れ
て

い
る
場
合

）
め
の
措
置
が
盛
土
（
覆

土
）

で
あ
る

土
壌

汚
染
の

あ
る

土
地

に
お

い
て

、
既
に

盛
土

（
覆

土
）

が
施

さ
れ
て

い
る

場
合

）
。

。
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＜
算

定
方
法
の
例
＞

＜
算
定
方
法
の
例
＞

※
一
戸
建
専
用
住
宅

が
標

準
的

な
住

宅
地

域
に
存

在
す

る
ク

リ
ー

ニ
ン
グ
工
場

敷
地
の
土
地
補
償
額

※
一
戸
建
専
用
住

宅
が

標
準

的
な

住
宅

地
域
に

存
在

す
る

ク
リ

ー
ニ

ン
グ
工

場
敷

地
の

土
地

補
償

額

ⅰ
当
該
土
地
に
お

け
る

通
常

の
利

用
方

法
は
一

戸
建

住
宅

と
判

断
。

ⅰ
当
該
土
地
に
お

け
る

通
常
の

利
用

方
法
は

一
戸

建
住

宅
と

判
断

。

ⅱ
当
該
土
地
を
一

戸
建

住
宅

に
用

い
る

こ
と
を

想
定

し
た

場
合
に
、
最
低
限

必
要
な
土
壌
汚
染
対
策
措
置

を
「
盛
土
（
覆

ⅱ
当
該
土
地
を
一

戸
建

住
宅
に

用
い

る
こ
と

を
想

定
し

た
場

合
に

、
最
低

限
必

要
な

土
壌

汚
染

対
策
措

置
を

「
盛

土
（

覆

土
」
と
判
断
。

土
」
と
判
断

。
）

）

ⅲ
当
該
土
地
の
土

壌
汚

染
の

あ
る

区
画

に
盛
土

（
覆

土
）

を
施
す
た
め
の
費

用
を
算
定
。

ⅲ
当
該
土
地
の

土
壌

汚
染

の
あ

る
区

画
に
盛

土
（

覆
土

）
を

施
す

た
め
の

費
用

を
算

定
。

、
（

）
、

。
、

（
）

、
。

ⅳ
標
準
地
か
ら
の

比
準

に
あ

た
っ

て
当

該
盛

土
覆

土
の

た
め
の
費
用
を
減
価
し
て

当
該
土
地
の
補
償
額
を

算
定

ⅳ
標
準
地
か
ら
の

比
準

に
あ
た

っ
て

当
該

盛
土

覆
土

の
た
め

の
費

用
を
減

価
し

て
当

該
土

地
の

補
償

額
を

算
定

５
）
な

お
５
）
な
お

「
」

の
場
合

に
は

第
４

項
の

命
令

に
よ

り
土

地
の

形
質
の

変
更

の
施

行
方

法
が

制
限
さ

れ
る

、
、

「
要
措
置
区
域

地
」

の
場
合

に
は

法
第

９
条

の
規

定
に
よ

り
土
地
の
形
質
の
変
更
が
原

則
と
し
て
禁
止
さ
れ
て
お
り

、
指
定

区
域

地
、

法
第
９

条

「
」
の

場
合

に
は

第
４
項
の
命
令
に
よ
り
土
地

の
形
質
の
変
更
の
施
行
方
法

が
こ
と
か
ら
、
当
該
制
限

の
程

度
に
応

じ
、

４
）
の

減
価

と
併

せ
「

公
法

上
の
規

制
の

程
度
」

の
要

因
に

お
い

て
「

普
通
」

の
ま
た

形
質
変
更

時
要

届
出

区
域
地

法
第

１
２
条

、
、

、

制
限

さ
れ
る
こ
と
か
ら

、
当

該
制

限
の

程
度

に
応
じ

、
４

）
の

減
価

と
併
せ

「
公
法
上
の
規
制

の
程
度
」
の
要
因
に
お
い
て

、
状
態
よ
り
も
「
強
い
」

と
判

断
す
べ

き
場

合
が
あ

る
こ

と
に

留
意

す
る

も
の
と

す
る

。
、

「
普

通
」
の
状
態
よ
り

も
「

強
い

」
と

判
断

す
べ
き

場
合

が
あ

る
こ
と
に
留
意
す

る
も
の
と
す
る
。
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Ⅴ
そ

の
他

Ⅴ
そ
の
他

○
法
第
３
条

に
基
づ
く
土
壌
汚

染
状

況
調

査
に

要
す

る
費
用

の
損

失
補

償
上
の
取
扱
い
に

つ
い
て

○
法
第
３
条
に
基
づ
く
土
壌

汚
染

状
況

調
査

に
要

す
る
費

用
の

損
失

補
償

上
の

取
扱
い

に
つ

い
て

・
土
地
所

有
者
等
が
法
第
３

条
の

土
壌

汚
染

状
況

調
査
を

実
施

す
る

場
合
の
費
用
に
つ

い
て
は
、
当
該
土
地
の
財
産

権
に
内
在
す
る

・
土
地
所
有
者
等
が
法
第

３
条

の
土

壌
汚

染
状

況
調
査

を
実

施
す

る
場

合
の

費
用
に

つ
い

て
は

、
当

該
土

地
の
財

産
権

に
内

在
す

る

負
担
で

あ
る
と
考
え
ら
れ

る
こ

と
か

ら
、

当
該

調
査
費

用
自

体
は

損
失
補
償
の
対
象

と
は
し
な
い
こ
と
と
す
る
。

負
担
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る

こ
と

か
ら

、
当

該
調
査

費
用

自
体

は
損

失
補

償
の
対

象
と

は
し

な
い

こ
と

と
す
る

。

・
た
だ
し

、
当
該
調
査
費
用

は
、

本
来

、
土

地
所

有
者
等

が
当

該
施

設
を
廃
止
す
る
将

来
の
時
点
で
発
生
す
る
は
ず

の
も
の
で
あ
る

・
た
だ
し
、
当
該
調
査
費
用

は
、
本

来
、

土
地

所
有
者

等
が

当
該

施
設

を
廃

止
す
る

将
来

の
時

点
で

発
生

す
る
は

ず
の

も
の

で
あ

る

こ
と
か

ら
、
公
共
用
地
の

取
得

に
伴

い
調

査
費

用
の
支

出
が

早
め

ら
れ
る
こ
と
に
よ

る
当
該
費
用
に
係
る
得
べ
か

り
し
運
用
益
の

こ
と
か
ら
、
公
共
用
地
の

取
得

に
伴
い

調
査

費
用
の

支
出

が
早

め
ら

れ
る

こ
と
に

よ
る

当
該

費
用

に
係

る
得
べ

か
り

し
運

用
益

の

損
失
（

運
用
益
損
失
分
）

に
つ

い
て

は
「

通
常

生
ず
る

損
失

」
と
し

て
補
償
す
る
こ
と
と
す
る
。

損
失
（
運
用
益
損
失
分
）

に
つ

い
て
は

「
通

常
生
ず

る
損

失
」
と

し
て

補
償

す
る

こ
と

と
す
る

。
、

、

○
心

理
的
嫌
悪
感
に
つ
い
て

○
心

理
的
嫌
悪
感
に
つ
い
て

・
土
壌
汚

染
に
係
る
心
理
的

嫌
悪

感
の

影
響

に
よ

る
減
価

に
つ

い
て

は
、
私
人
同
士
の

通
常
の
取
引
に
お
い
て
も
、

そ
の
有
無
を
含

・
土
壌
汚
染
に
係
る
心
理

的
嫌

悪
感

の
影

響
に

よ
る
減

価
に

つ
い

て
は

、
私

人
同
士

の
通

常
の

取
引

に
お

い
て
も

、
そ

の
有

無
を

含

め
て
、

定
型
的
に
減
価
で

き
る

ほ
ど

一
般

化
普

遍
化
さ

れ
て

い
る

と
は
言
い
難
い
状

況
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
面

、
土
地
の
補
償

め
て
、
定
型
的
に
減
価

で
き

る
ほ

ど
一

般
化

普
遍
化

さ
れ

て
い

る
と

は
言

い
難
い

状
況

で
あ

る
こ

と
か

ら
、
当

面
、

土
地

の
補

償

額
の
減

価
要
因
と
し
て
は

扱
わ

な
い

こ
と

と
す

る
。

額
の
減
価
要
因
と
し
て

は
扱

わ
な

い
こ

と
と

す
る
。

○
都
道
府
県

環
境
担
当
部
局
と

の
緊

密
な

連
携

○
都
道
府
県
環
境
担
当
部
局
と

の
緊

密
な
連

携

・
任
意
調
査
に
お
い
て
土
壌

汚
染

確
認

場
合

に
は

、
都
道
府
県
環
境
担
当
部
局
に
連
絡
を
取
る
よ
う
努
め
る
こ

・
任
意
調
査
に
お
い
て
土

壌
汚

染
確
認

場
合

に
は

、
都

道
府
県

環
境

担
当

部
局

に
連

絡
を
取

る
よ

う
努

め
る

こ
と

と
す

が
あ

る
こ

と
が

さ
れ

た
の

存
在

を
し

た

と
と
す
る
。

る
。

・
土
地
の
利
用
履
歴
の
確
認

の
場

合
や

公
共

用
地
取

得
予

定
地

に
有

害
物
質
使
用
特
定
施
設
に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
施
設
が
あ
る

・
土
地
の
利
用
履
歴
の
確

認
の

場
合

や
公

共
用
地

取
得

予
定

地
に

有
害

物
質
使

用
特

定
施

設
に

該
当

す
る
と

考
え

ら
れ

る
施

設
が

あ
る

場
合
に
は
、
都
道
府
県
環

境
担

当
部

局
と

の
緊
密

な
連

携
を

取
る

こ
と
と
す
る
。

場
合
に
は
、
都
道
府
県

環
境

担
当

部
局

と
の
緊

密
な

連
携

を
取

る
こ

と
と
す

る
。
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用 対 連 ニ ュ ー ス

平成２２年度通常総会開催

平成22年5月18日(火)に、「近畿地方整備局 大会

議室」において、36会員約50名の参加のもと、近畿

地区用対連平成22年度（第50回）総会が開催されま

した。

本総会では、平成21年度運営状況報告及び会計決

算報告、平成22年度事業計画・予算、各分科会活動

状況及び運営計画等が提案され、原案どおり可決承

認されました。

◎ 平成２２年度事業計画等

１）理事会

年２回開催します。

２）分科会運営計画

分科会は、理事会より付託された事項について、

調査、研究、損失補償の運営基準案の作成及びこれ

らの運営・調査を行う事をその目的としています。

今年度も各分科会は、それぞれの運営計画に基づ

き活動します。

３）用地事務職員研修

初級（理論研修）・中級（事例研修）・上級研修（専

門研修）の3コースの研修を実施します。

①初級研修（理論研修）

実務経験3年未満の職員を対象として、用地事

務に関する基本的な知識の習得を目的に実施しま

す。

・対象人数 約90名

・期間 平成22年7月5日(月)～7月9日(金)

・場所 大阪市内「近畿地方整備局会議室」

・科目 一般補償基準等

補償の理論

土地収用法等

不動産登記

その他

・研修経費等 １名につき13,200円、通勤制

②中級研修（事例研修）

用地事務に関する基本的な知識のある実務経験

3、4年程度の職員を対象として、具体的事例の検

討を行い、問題解決の知識等の習得を目的に実施

します。

・対象人数 約60名

・期間 平成22年9月27日(月)～10月1日(金)

・場所 大阪市内「近畿地方整備局会議室」

・科目 補償の理論と実務

事例研究

その他

・研修経費等 １名につき13,200円、通勤制

③上級研修（専門研修）

係長又はこれに準ずる職員を対象として、用地

事務に関する高度な専門知識を得ることを目的に

実施します。

・対象人数 約50名

・期間 平成22年11月17日(木)～11月19日(金)

・場所 大阪市内「近畿地方整備局会議室」

・科目 補償の理論

その他

・研修経費等 １名につき13,200円、通勤制

４）補償標準書等の発行

平成２２年度は、近畿地区用対連が損失補償標準

書を発行します。

①補償標準単価表［建物･工作物編］(平成22年度版)

②補償標準単価表［立木編］(平成22年度版)

③補償標準単価表［通損編］(平成22年度版)

④工損標準単価表(平成22年度版)

⑤近畿地区用対連運用申し合わせ〔追録〕

⑥用地調査等標準仕様書〔追録〕

⑦用地調査等業務費積算基準（案）

不動産登記等業務仕様書（案） 等

５）諸調査

加盟会員への資料の提供、他地区用対連との情

報交換等をおこなうため、次の調査を実施する。

（１）業務委託実績調査

（２）その他 用地補償に関する諸調査
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用対連全国協議会の動き

平成２２年度定例会議（兼幹事会）が、6月3日（木）

東京「九段第３合同庁舎」にて、各地区用対連の参

加のもと開催されました。

議事審議では、平成21年度事業報告及び決算報告、

平成22年度事業計画・予算等が提案され、審議の結

果、原案どおり全て承認されました。

◎平成22年度事業計画等

１）全国用対連セミナー

実施日：平成22年10月（詳細未定）

場 所：未定

内 容：事例発表（４題程度）

※「土地月間」記念講演会は、本年度は開催さ

れない予定

２）用地補償に係る制度改善を要する事項等の調査

用地補償に係る制度の改善を要する事項を調査

し、本省公共用地室に報告を行う。
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分科会会員構成表
（平成２２年 ５月 １日現在）

分科会名 会 長 会 員

近畿中部防衛局、大阪航空局、阪神高速道路㈱、西日本高速道路

㈱関西支社、都市再生機構西日本支社、大阪府、京都府、兵庫県、

滋賀県、福井県、奈良県、和歌山県、大阪市、関西電力㈱、豊中

市、阪神電気鉄道㈱、京阪電気鉄道㈱、近畿日本鉄道㈱、阪急電

土 地 分 科 会 近畿地方整備局 鉄㈱、大阪府土地開発公社、兵庫県土地開発公社、滋賀県土地開

用 地 部 発公社、堺市、西日本旅客鉄道㈱大阪工事事務所、奈良県土地開

（ 33 会 員 ） 発公社、東海旅客鉄道㈱関西支社、日本貨物鉄道㈱関西支社、大

阪市土地開発公社、京都府土地開発公社、和歌山県土地開発公社、

森林総合研究所森林農地整備センター近畿北陸整備局、南海電気

鉄道㈱

近畿地方整備局用地部、近畿中部防衛局、大阪航空局、阪神高速

道路㈱、大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、福井県、奈良県、和

歌山県、京都市、神戸市、豊中市、空港周辺整備機構、阪神電気

建物工作物補償 大 阪 市 鉄道㈱、近畿日本鉄道㈱、南海電気鉄道㈱、大阪府土地開発公社、

分 科 会 （ 29 会 員 ） 兵庫県土地開発公社、堺市、奈良県土地開発公社、大阪市土地開

発公社、西日本高速道路㈱関西支社、西日本旅客鉄道㈱大阪工事

事務所、都市再生機構西日本支社、京阪電気鉄道㈱、大阪外環状

鉄道㈱

近畿地方整備局用地部、近畿中部防衛局、水資源機構関西支社、

立 竹 木 補 償 近 畿 農 政 局 大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、福井県、奈良県、和歌山県、

分 科 会 （ 18 会 員 ） 関西電力㈱、北陸電力㈱福井支店、電源開発㈱西日本支店、近畿

日本鉄道㈱、兵庫県土地開発公社、西日本旅客鉄道㈱大阪工事事

務所、西日本高速道路㈱関西支社

近畿地方整備局用地部、近畿農政局、近畿中部防衛局、大阪航空

局、阪神高速道路㈱、京都府、兵庫県、滋賀県、福井県、奈良県、

通常損失補償 大 阪 府 和歌山県、大阪市、京都市、神戸市、関西電力㈱、豊中市、空港

分 科 会 （ 27 会 員 ） 周辺整備機構、南海電気鉄道㈱、大阪府土地開発公社、兵庫県土

地開発公社、堺市、大阪市土地開発公社、西日本旅客鉄道㈱大阪

工事事務所、都市再生機構西日本支社、京阪電気鉄道㈱、西日本

高速道路㈱関西支社

近畿地方整備局用地部、近畿地方整備局港湾空港部、大阪航空局、

事業損失補償 兵 庫 県 阪神高速道路㈱、西日本高速道路㈱関西支社、水資源機構関西支

及び特殊補償 （ 18 会 員 ） 社、大阪府、京都府、、滋賀県、福井県、奈良県、和歌山県、関

分 科 会 西電力㈱、北陸電力㈱福井支店、豊中市、阪神電気鉄道㈱、西日

本旅客鉄道㈱大阪工事事務所

近畿地方整備局用地部、近畿地方整備局港湾空港部、阪神高速道

路㈱、水資源機構関西支社、大阪府、兵庫県、滋賀県、福井県、

公共補償分科会 京 都 府 奈良県、和歌山県、大阪市、京都市、京阪電気鉄道㈱、阪急電鉄

（ 17 会 員 ） ㈱、西日本旅客鉄道㈱大阪工事事務所、西日本高速道路㈱関西支

社

阪神高速道路㈱、大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、福井県、奈

業務委託調整 近畿地方整備局 良県、和歌山県、大阪市、京都市、神戸市、関西電力㈱、空港周

分 科 会 用 地 部 辺整備機構、西日本旅客鉄道㈱大阪工事事務所、日本貨物鉄道㈱

（ 17 会 員 ） 関西支社、西日本高速道路㈱関西支社

－65－



会
　

　
　

員
　

　
　

名
所

　
掌

　
職

　
名

職
長

氏
名

担
　

　
　

当
　

　
　

職
　

　
　

氏
　

　
　

名
郵

便
番

号
所

　
　

　
在

　
　

　
地

国
土

交
通

省
近

畿
地

方
整

備
局

用
地

部
長

中
村

  
貴

志
用

地
企

画
課

長
　

伊
藤

　
大

、
課

長
補

佐
　

岡
本

　
和

彦
、

調
整

係
長

　
森

本
　

弘
二

5
4
0
-
8
5
8
6

大
阪

市
中

央
区

大
手

前
1
-
5
-
4
4

大
阪

合
同

庁
舎

第
１

号
館

0
6
-
6
9
4
2
-
1
1
4
1

(4
7
7
6
)

農
林

水
産

省
近

畿
農

政
局

整
備

部
長

川
田

　
明

宏
用

地
課

長
　

伊
勢

田
 清

、
用

地
官

　
柴

田
裕

一
、

◎
調

整
係

長
　

井
口

 勲
6
0
2
-
8
0
5
4

京
都

市
上

京
区

西
洞

院
通

り
下

長
者

町
下

ル
丁

子
風

呂
町

0
7
5
-
4
1
4
-
9
5
2
3

国
土

交
通

省
近

畿
地

方
整

備
局

港
湾

空
港

部
沿

岸
域

管
理

官
細

川
　

博
補

償
課

　
課

長
補

佐
　

宅
和

　
祐

治
、

◎
補

償
第

一
係

長
　

清
水

 康
政

6
5
0
-
0
0
2
4

神
戸

市
中

央
区

海
岸

通
2
9

神
戸

地
方

合
同

庁
舎

0
7
8
-
3
9
1
-
7
3
2
2

(6
3
5
5
)

防
衛

省
近

畿
中

部
防

衛
局

管
理

部
施

設
取

得
補

償
課

長
石

本
　

學
課

長
補

佐
　

冨
士

田
千

春
、

◎
取

得
係

長
　

芝
野

健
次

5
4
0
-
0
0
0
8

大
阪

市
中

央
区

大
手

前
4
-
1
-
6
7

0
6
-
6
9
4
5
-
4
9
5
8

国
土

交
通

省
大

阪
航

空
局

補
償

課
長

後
藤

　
辰

男
専

門
官

（
用

地
担

当
）
　

有
岡

省
治

、
用

地
係

長
　

藤
井

紀
裕

、
◎

係
員

　
小

島
圭

一
5
4
0
-
8
5
5
9

大
阪

市
中

央
区

大
手

前
4
-
1
-
7
6

大
阪

合
同

庁
舎

第
４

号
館

0
6
-
6
9
4
9
-
6
2
1
1

(5
1
3
3
)

日
本

郵
政

株
式

会
社

近
畿

施
設

セ
ン

タ
ー

不
動

産
サ

ー
ビ

ス
グ

ル
ー

プ
担

当
部

長
小

澤
　

吉
夫

不
動

産
サ

ー
ビ

ス
グ

ル
ー

プ
グ

ル
ー

プ
リ

ー
ダ

ー
　

西
脇

信
之

マ
ネ

ジ
ャ

ー
　

小
野

山
佳

典
、

藤
田

洋
介

、
◎

松
田

芳
枝

5
3
0
-
8
7
9
7

大
阪

市
中

央
区

北
浜

東
3
-
9

日
本

郵
政

グ
ル

ー
プ

大
阪

ビ
ル

３
階

0
6
-
6
9
4
4
-
5
5
7
６

阪
神

高
速

道
路

株
式

会
社

建
設

事
業

本
部

用
地

セ
ン

タ
ー

長
西

田
　

朋
充

用
地

企
画

課
長

　
髙

田
橋

　
光

政
、

◎
用

地
企

画
課

　
課

長
代

理
　

池
田

　
由

美
子

5
5
0
-
0
0
1
1

大
阪

市
西

区
阿

波
座

１
丁

目
３

番
１

５
号

（
ＪＥ

Ｉ西
本

町
ビ

ル
２

階
）

0
6
-
6
5
3
5
-
9
6
8
1

西
日

本
高

速
道

路
株

式
会

社
関

西
支

社
建

設
事

業
部

次
長

(
用

地
担

当
部

長
）

末
次

　
康

夫
用

地
グ

ル
ー

プ
リ

ー
ダ

ー
　

田
中

睦
実

、
サ

ブ
リ

ー
ダ

ー
　

石
井

太
治

、
◎

河
本

仁
司

5
6
7
-
0
8
7
1

茨
木

市
岩

倉
町

１
番

１
３

号
0
6
-
6
3
4
4
-
9
9
0
3

独
立

行
政

法
人

水
資

源
機

構
関

西
支

社
総

務
部

長
谷

　
雅

典
総

務
部

付
調

査
役

　
大

橋
　

匡
、

◎
総

務
課

課
長

補
佐

　
酒

井
 隆

好
5
4
0
-
0
0
0
5

大
阪

市
中

央
区

上
町

Ａ
番

1
2
号

上
町

セ
イ

ワ
ビ

ル
0
6
-
6
7
6
3
-
5
1
8
2

(2
1
4
)

独
立

行
政

法
人

都
市

再
生

機
構

西
日

本
支

社
ニ

ュ
ー

タ
ウ

ン
業

務
部

長
稲

垣
　

満
宏

補
償

・
用

地
ﾁ

ｰ
ﾑ

ﾘｰ
ﾀ
ﾞｰ

　
屏

風
正

樹
、

補
償

・
用

地
ﾁ

ｰ
ﾑ

主
幹

　
江

口
航

二
、

補
償

・
用

地
ﾁ

ｰ
ﾑ

　
笠

松
正

、
◎

川
原

隆
司

5
3
6
-
8
5
5
0

大
阪

市
城

東
区

森
之

宮
1
-
6
-
8
5

0
6
-
6
9
6
9
-
9
1
9
４

独
立

行
政

法
人

空
港

周
辺

整
備

機
構

用
地

補
償

課
長

遠
藤

　
孝

男
◎

用
地

補
償

課
長

代
理

　
榎

木
宏

昭
5
6
3
-
0
0
3
4

池
田

市
空

港
2
-
2
-
5

空
港

施
設

大
阪

綜
合

ビ
ル

内
0
6
-
6
8
4
3
-
1
6
9
8

独
立

行
政

法
人

森
林

総
合

研
究

所
森

林
農

地
整

備
セ

ン
タ

ー
近

畿
北

陸
整

備
局

◎
用

地
管

理
課

長
池

上
　

吾
朗

6
0
4
-
8
1
0
1

京
都

市
中

京
区

柳
馬

場
通

御
池

下
る

柳
八

幡
町

6
5
　

京
都

朝
日

ﾋ
ﾞﾙ

８
Ｆ

0
7
5
-
2
5
5
-
5
6
2
1

大
阪

府
都

市
整

備
部

用
地

室
長

川
﨑

　
英

人
参

事
　

冨
尾

曻
、

総
括

補
佐

　
渕

上
淳

一
、

課
長

補
佐

　
井

坂
浩

一
、

総
括

主
査

　
小

山
三

智
浩

、
◎

主
査

　
北

浦
一

憲
、

副
主

査
　

小
田

清
嗣

、
副

主
査

　
福

居
徹

5
4
0
-
8
5
7
0

大
阪

市
中

央
区

大
手

前
2
丁

目
0
6
-
6
9
4
1
-
0
3
5
1

(2
9
8
9
)

京
都

府
建

設
交

通
部

用
地

課
長

垣
本

　
茂

昭
副

課
長

　
森

岡
 進

、
主

査
　

杉
本

聡
、

◎
主

査
　

水
野

又
啓

、
主

事
　

戸
上

蓉
子

6
0
2
-
8
5
7
0

京
都

市
上

京
区

下
立

売
通

新
町

西
入

藪
ノ

内
町

0
7
5
-
4
1
4
-
5
2
3
2

兵
庫

県
県

土
整

備
部

土
木

局
用

地
課

長
大

上
　

重
利

副
課

長
　

丸
山

浩
一

、
◎

係
長

（
管

理
担

当
）
　

毛
利

保
女

6
5
0
-
8
5
6
7

神
戸

市
中

央
区

下
山

手
通

5
-
1
0
-
1

0
7
8
-
3
6
2
-
3
5
0
9

(4
3
5
2
)

滋
賀

県
土

木
交

通
部

監
理

課
用

地
対

策
室

長
小

林
  

福
夫

室
長

補
佐

　
松

尾
　

直
幸

、
主

幹
　

大
久

保
徳

孝
、

◎
主

幹
　

武
部

　
強

、
副

主
幹

　
越

山
 肇

、
主

事
　

明
吉

俊
直

5
2
0
-
8
5
7
7

大
津

市
京

町
4
-
1
-
1

0
7
7
-
5
2
8
-
4
1
2
1

福
井

県
土

木
部

土
木

管
理

課
長

玉
村

　
直

樹
総

括
主

任
　

若
栗

史
明

、
主

任
　

前
田

英
之

、
◎

主
事

　
村

尾
健

志
、

主
事

　
上

坂
享

平
9
1
0
-
8
5
8
0

福
井

市
大

手
3
-
1
7
-
1

0
7
7
6
-
2
0
-
0
4
7
0

奈
良

県
土

木
部

用
地

対
策

課
長

安
井

　
徹

課
長

補
佐

　
中

村
聡

、
課

長
補

佐
　

岡
村

修
司

、
係

長
　

島
岡

義
典

、
主

査
　

小
川

善
久

、
主

査
　

尾
本

靖
明

、
◎

主
査

　
藤

田
こ

う
た

ろ
う

主
任

主
事

　
中

西
彩

子
6
3
0
-
8
5
0
1

奈
良

市
登

大
路

町
3
0

0
7
4
2
-
2
7
-
7
4
9
1

和
歌

山
県

県
土

整
備

部
県

土
整

備
政

策
局

用
地

対
策

課
長

岡
本

　
圭

剛
副

課
長

県
用

地
班

長
　

吉
田

太
一

、
主

任
　

出
店

豊
司

、
◎

主
任

　
和

中
浩

二
、

主
査

　
林

　
修

、
主

査
　

宮
井

崇
宏

6
4
0
-
8
5
8
5

和
歌

山
市

小
松

原
通

1
-
1

0
7
3
-
4
4
1
-
3
0
7
9

(3
0
7
9
)

大
阪

市
契

約
管

財
局

管
財

部
審

査
企

画
担

当
課

長
松

岡
　

新
太

郎
評

価
担

当
課

長
代

理
　

桑
木

 一
、

（
企

画
）
担

当
係

長
　

樋
口

智
彦

、
（
審

査
）
担

当
係

長
 鍵

本
勇

吉
、

◎
（
審

査
）
担

当
　

東
田

雅
昭

5
5
9
-
0
0
3
4

大
阪

市
住

之
江

区
南

港
北

1
-
1
4
-
1
6

Ｗ
Ｔ

Ｃ
ビ

ル
1
5
Ｆ

0
6
-
6
6
1
5
-
6
8
1
4

京
都

市
建

設
局

事
業

推
進

室
補

償
担

当
課

長
小

西
　

博
一

補
償

審
査

係
長

　
戸

田
篤

志
、

◎
武

甕
良

子
6
0
4
-
8
1
8
7

京
都

市
中

京
区

御
池

通
東

洞
院

西
入

る
笹

屋
町

4
3
5

京
都

御
池

第
一

生
命

ビ
ル

3
Ｆ

0
7
5
-
2
1
3
-
3
4
5
0

近
 畿

 地
 区

 用
 地

 対
 策

 連
 絡

 協
 議

 会
 会

 員
 名

 簿

電
　

話
 （

 内
 線

 ）

平
成

2
2
年

8
月

1
0
日

現
在
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会
　

　
　

員
　

　
　

名
所

　
掌

　
職

　
名

職
長

氏
名

担
　

　
　

当
　

　
　

職
　

　
　

氏
　

　
　

名
郵

便
番

号
所

　
　

　
在

　
　

　
地

電
　

話
 （

 内
 線

 ）

神
戸

市
行

財
政

局
参

事
（
管

財
課

長
事

務
取

扱
）

藤
原

　
茂

則
行

財
政

局
財

政
部

管
財

課
　

調
整

係
長

　
畠

中
 甫

、
◎

調
整

係
　

大
西

政
己

、
調

整
係

　
横

山
明

彦
6
5
0
-
8
5
7
0

神
戸

市
中

央
区

加
納

町
6
-
5
-
1

0
7
8
-
3
2
2
-
5
1
4
4

豊
中

市
土

木
部

用
地

対
策

課
長

川
本

　
辰

雄
◎

経
理

係
　

森
澤

祐
輔

5
6
1
-
8
5
0
1

豊
中

市
中

桜
塚

3
-
1
-
1

0
6
-
6
8
5
8
-
2
3
2
1

堺
市

建
設

局
用

地
第

一
課

長
青

木
　

清
明

用
地

第
一

課
　

補
償

グ
ル

ー
プ

主
幹

　
宇

賀
善

康
、

主
査

　
大

田
哲

也
、

主
査

　
田

中
宏

明
、

◎
技

術
職

員
　

小
島

健
司

5
9
0
-
0
0
7
8

堺
市

堺
区

南
瓦

町
3
-
1

0
7
2
-
2
3
3
-
1
1
0
1

(4
1
6
4
)

大
阪

府
土

地
開

発
公

社
用

地
課

長
池

埜
　

明
課

長
補

佐
　

杉
本

 守
、

◎
松

島
 孝

5
4
0
-
0
0
1
2

大
阪

市
中

央
区

谷
町

2
-
2
-
2
2

N
S
ﾋ
ﾞﾙ

３
Ｆ

0
6
-
6
9
4
9
-
5
4
4
1

京
都

府
土

地
開

発
公

社
業

務
部

業
務

第
一

部
長

業
務

部
業

務
第

二
部

長
中

居
　

隆
章

佐
藤

　
伸

次
用

地
課

用
地

課
長

　
石

田
雅

昭
、

参
事

　
井

上
貴

太
、

◎
主

任
　

谷
垣

新
悟

6
0
2
-
8
0
5
4

京
都

市
上

京
区

出
水

通
油

小
路

東
入

丁
字

風
呂

町
1
0
4
-
2
　

京
都

府
庁

西
別

館
内

0
7
5
-
4
3
1
-
4
2
9
0

兵
庫

県
土

地
開

発
公

社
用

地
部

長
森

岡
　

強
司

用
地

部
副

部
長

兼
用

地
課

長
　

小
川

眞
一

、
◎

副
課

長
　

中
島

幸
伸

6
5
0
-
0
0
1
1

神
戸

市
中

央
区

下
山

手
通

4
-
1
8
-
2

0
7
8
-
2
3
2
-
9
6
0
7

奈
良

県
土

地
開

発
公

社
業

務
課

長
中

川
　

貴
善

課
長

補
佐

　
石

井
憲

二
、

企
画

用
地

係
長

　
中

川
恒

昭
、

企
画

用
地

係
主

査
　

堅
田

輝
雄

、
◎

主
任

主
事

　
河

田
綾

恵
6
3
0
-
8
1
3
1

奈
良

市
大

森
町

5
7
-
1
2

奈
良

県
奈

良
総

合
庁

舎
４

Ｆ
0
7
4
2
-
2
3
-
6
1
4
7

滋
賀

県
土

地
開

発
公

社
用

地
部

技
術

用
地

課
長

白
井

　
茂

樹
参

与
　

小
林

 薫
、

主
幹

　
高

木
芳

樹
、

主
幹

　
寺

出
清

司
、

主
幹

　
西

岡
　

孝
◎

主
査

　
前

田
恭

弘
5
2
0
-
0
8
0
7

大
津

市
松

本
1
-
2
-
1

0
7
7
-
5
2
2
-
2
5
9
7

(2
3
6
2
)

和
歌

山
県

土
地

開
発

公
社

事
務

局
長

田
村

　
芳

己
◎

専
門

調
査

員
　

橋
本

和
幸

6
4
1
-
0
0
2
4

和
歌

山
市

和
歌

浦
西

2
-
1
-
2
2

0
7
3
-
4
4
8
-
1
8
3
2

大
阪

市
土

地
開

発
公

社
用

地
主

幹
野

田
　

　
剛

◎
担

当
係

長
　

石
橋

克
朗

5
4
1
-
0
0
5
5

大
阪

市
中

央
区

船
場

中
央

4
-
1
-
1
0
-
2
1
3

船
場

セ
ン

タ
ー

ビ
ル

1
0
号

館
2
階

0
6
-
6
2
4
5
-
7
3
1
8

関
西

電
力

株
式

会
社

総
務

室
用

地
部

長
前

川
　

光
三

用
地

計
画

ｸ
ﾞﾙ

ｰ
ﾌ
ﾟﾏ

ﾈ
ｼ

ﾞｬ
-
　

村
田

直
樹

、
用

地
計

画
ｸ
ﾞﾙ

ｰ
ﾌ
ﾟﾏ

ﾈ
ｼ

ﾞｬ
-
　

大
野

健
志

、
◎

担
当

　
田

中
雅

経
5
3
0
-
8
2
7
0

大
阪

市
北

区
中

之
島

3
-
6
-
1
6

0
6
-
7
5
0
1
-
0
3
0
0

(4
7
2
2
)

北
陸

電
力

株
式

会
社

福
井

支
店

総
務

部
用

地
ﾁ

ｰ
ﾑ

課
長

高
瀬

　
芳

則
用

地
チ

ー
ム

副
課

長
　

島
田

尚
武

、
◎

用
地

チ
ー

ム
　

河
上

え
い

子
9
1
0
-
8
5
6
5

福
井

市
日

之
出

1
-
4
-
1

0
7
7
6
-
2
9
-
6
9
6
8

電
源

開
発

株
式

会
社

西
日

本
支

店
用

地
ｸ

ﾞﾙ
ｰ

ﾌ
ﾟﾘ

ｰ
ﾀ

ﾞｰ
森

本
　

　
成

用
地

ｸ
ﾞﾙ

ｰ
ﾌ
ﾟ　

長
谷

川
克

磨
、

市
川

雅
典

、
◎

太
田

裕
一

朗
5
3
0
-
6
6
9
1

大
阪

市
北

区
中

之
島

6
-
2
-
2
7

0
6
-
6
4
4
8
-
5
9
2
1

西
日

本
旅

客
鉄

道
株

式
会

社
大

阪
工

事
事

務
所

大
阪

工
事

事
務

所
長

三
浦

　
勝

義
◎

建
設

用
地

室
主

席
　

岡
田

義
弘

5
3
1
-
0
0
7
1

大
阪

市
北

区
中

津
1
-
1
1
-
1

0
6
-
6
3
7
5
-
8
7
0
6

東
海

旅
客

鉄
道

株
式

会
社

関
西

支
社

工
務

部
施

設
課

長
津

田
　

英
朗

担
当

課
長

(総
務

)　
大

倉
壽

生
、

用
地

管
理

係
長

　
片

岡
健

一
、

用
地

保
守

係
長

　
松

森
重

男
、

主
任

　
吉

武
勝

己
、

◎
主

任
　

濱
田

秀
行

5
3
2
-
0
0
1
1

大
阪

市
淀

川
区

西
中

島
5
-
5
-
1
5

新
大

阪
ｾ

ﾝ
ﾄﾗ

ﾙ
ﾀ
ﾜ
ｰ

7
F

0
6
-
6
3
0
2
-
5
1
2
6

日
本

貨
物

鉄
道

株
式

会
社

事
業

開
発

本
部

関
西

事
業

開
発

支
店

関
西

事
業

開
発

支
店

長
中

野
　

博
幸

調
査

役
　

田
中

猛
夫

、
係

長
　

成
松

範
昌

、
◎

主
席

　
杉

本
英

明
課

員
　

暁
 諭

一
朗

5
3
0
-
0
0
1
2

大
阪

市
北

区
芝

田
2
-
4
-
2
4

0
6
-
6
3
7
5
-
9
6
8
0

近
畿

日
本

鉄
道

株
式

会
社

企
画

統
括

部
土

木
部

（
用

地
）

課
長

土
井

　
啓

之
部

員
　

◎
三

木
伸

夫
、

田
中

敏
夫

、
木

本
和

彦
5
4
3
-
8
5
8
5

大
阪

市
天

王
寺

区
上

本
町

6
-
1
-
5
5

0
6
-
6
7
7
5
-
3
6
1
2

南
海

電
気

鉄
道

株
式

会
社

管
財

部
長

細
見

　
知

由
課

長
　

中
井

敬
明

、
◎

管
財

部
主

任
　

森
田

　
隆

士
5
4
2
-
8
5
0
3

大
阪

市
中

央
区

難
波

5
-
1
-
6
0

0
6
-
6
6
4
4
-
7
0
3
5

阪
急

電
鉄

株
式

会
社

経
営

企
画

部
部

長
（

ア
セ

ッ
ト

管
理

担
当

）
東

野
　

和
夫

調
査

役
（
ア

セ
ッ

ト
管

理
担

当
）
　

能
見

克
之

、
部

員
（
ア

セ
ッ

ト
管

理
担

当
）
　

◎
嶋

口
祐

介
、

中
奥

祐
二

5
3
0
-
8
3
8
9

大
阪

市
北

区
芝

田
1
-
1
6
-
1

0
6
-
6
3
7
3
-
5
6
7
3

京
阪

電
気

鉄
道

株
式

会
社

工
務

部
長

福
井

　
弘

高

部
長

　
道

畑
全

由
、

管
理

課
課

長
　

池
田

忠
史

、
管

理
課

課
長

補
佐

　
乾

良
、

用
地

担
当

係
長

　
坂

野
宏

男
、

用
地

担
当

係
長

　
奈

切
秀

樹
用

地
担

当
主

任
　

湯
浅

正
博

、
用

地
担

当
主

任
　

長
谷

川
 明

◎
用

地
担

当
係

長
　

西
村

幹
夫

5
7
3
-
0
0
3
2

枚
方

市
岡

東
町

２
５

番
９

号
0
7
2
-
8
4
1
-
0
5
8
3

阪
神

電
気

鉄
道

株
式

会
社

都
市

交
通

事
業

本
部

工
務

部
長

佐
々

木
 浩

技
術

課
長

　
原

田
 大

、
課

長
補

佐
　

村
上

雅
英

、
◎

主
任

　
坂

 和
彦

5
5
3
-
8
5
5
3

大
阪

市
福

島
区

海
老

江
1
-
1
-
2
4

0
6
-
6
4
5
7
-
2
3
0
8

大
阪

外
環

状
鉄

道
株

式
会

社
調

整
部

次
長

大
畑

　
良

二
参

事
　

岩
田

一
男

、
参

事
　

三
松

和
夫

、
◎

参
事

　
荻

野
憲

史
5
4
1
-
0
0
4
3

大
阪

市
中

央
区

高
麗

橋
二

丁
目

１
番

１
０

号
　

高
麗

新
ビ

ル
４

階
0
6
-
4
7
0
7
-
0
2
0
3
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